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日程第20 議員派遣について

日程第21 委員会の閉会中における所管事務調査の申し出について

出席議員（16名）

１番 池 田 宜 広君 ２番 平 澤 剛 太君
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11番 中 村 茂君 12番 宮 本 泰 男君

13番 中 井 次 郎君 14番 谷 口 功君

15番 小 林 俊 之君 16番 中 井 勝君

欠席議員（なし）

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 仲 村 祐 子君 書記 小 林 正 則君

説明のため出席した者の職氏名

町長 西 村 銀 三君 副町長 西 村 徹君

教育長 西 村 松 代君 温泉総合支所長 長谷阪 治君

牧場公園園長 藤 本 喜 龍君 総務課長 井 上 弘君

企画課長 岩 垣 廣 一君 税務課長 長谷阪 仁 志君

町民安全課長 小 谷 豊君 健康福祉課長 中 田 剛 志君

商工観光課長 水 田 賢 治君 農林水産課長 西 澤 要君

建設課長 山 本 輝 之君 上下水道課長 奥 澤 浩君

町参事 土 江 克 彦君 浜坂病院事務長 吉 野 松 樹君

介護老人保健施設ささゆり事務長 宇 野 喜代美君 会計管理者 仲 村 秀 幸君

こども教育課長 松 岡 清 和君 生涯教育課長 谷 渕 朝 子君

調整担当 島 木 正 和君 代表監査委員 川  雅 洋君

午前９時００分開議

○議長（中井 勝君） 皆さん、おはようございます。

第１０５回新温泉町議会定例会４日目の会議を開催するに当たり、一言御挨拶を申し
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上げます。

議員各位におかれましては、御多用のところ御参集を賜り、厚くお礼を申し上げます。

１５日夜から降り始めた大雪のために、広範囲に及ぶ停電、道路の不通、集落の孤立

がありました。明かりがともらない中、情報も届かず、とりわけ高齢者世帯にあっては、

寒さと不安でいかに心細かったかと心を痛めております。

また、この間、町当局の夜を徹しての復旧、支援活動に対して敬意を表します。災害

は予期せず訪れるものであります。今回の大雪で、災害対応の課題が明確になったと思

います。今回の反省を教訓に、時期を逸することなく、災害、住民の不安に対し、迅速

かつ的確に対応できるよう日常の備えを怠らないこと、指揮命令が行き届き、機動的な

体制整備を強く求めるものであります。

さて、本日は、休会中に各常任委員会が開かれ、それぞれ所管事務調査が行われまし

たので、その結果の報告、提出案件であります条例の制定及び改正、補正予算など、議

事を進めてまいりたいと存じます。

議員各位におかれましては、諸般の議事運営に御協力を賜り、適切妥当な議決が得ら

れますようお願い申し上げまして、開会の挨拶といたします。

町長挨拶。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 皆さん、おはようございます。

定例会第４日目の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。

先週は、この時期では珍しく大雪となり、温泉地域を中心に、倒木、停電、通行止め、

断水、集落の孤立など、住民の皆様には大変御不便をおかけいたしました。孤立解消は

１９日になされております。また、停電においては、昨日夕方、全て解消いたしました。

雪シーズンはこれからが本番になりますので、これを教訓に、災害への備えを万全に行

いたいと思います。

改めまして、本日の定例会は、条例案４件、事件案２件、一般会計、特別会計５件、

企業会計４件に係る補正予算の審議、諮問１件につきまして御審議をお願いいたしたく

存じます。議員各位におかれましては、慎重審議を賜りますようお願い申し上げまして、

開会の御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） ただいまの出席議員は１６名で、定足数に達しておりますので、

第１０５回新温泉町議会定例会４日目の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりであります。

・ ・

日程第１ 諸報告

○議長（中井 勝君） 日程第１、諸報告に入ります。

まず、議長から報告いたします。

去る１２月８日の会議以来、それぞれの会合に出席していますが、別紙の議会対外的
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活動報告を見ていただくことで省略いたします。

次に、休会中の所管事務調査として各常任委員会が開催されていますので、それぞれ

委員長から報告をお願いします。

初めに、総務産建常任委員会が１２月１４日に開かれていますので、委員長から報告

をお願いします。

中村委員長。

○総務産建常任委員会委員長（中村 茂君） それでは、令和２年１２月１４日開催、

総務産建常任委員会の報告を申し上げます。

今回の委員会におきましては、１２月定例会の議案等に係る報告、協議事項について、

所管課の提出資料を基に調査したとこであります。対象は、牧場公園課、農林水産課、

建設課、商工観光課、税務課、企画課、総務課、議会事務局を行いました。各課とも質

疑のあった内容を中心に報告申し上げます。

それでは、委員会資料の順によって報告を申し上げたいと思います。資料を御準備く

ださい。

最初に、牧場公園課であります。報告事項は２件、協議事項は１件でありました。

報告事項のうち、但馬牛博物館の増築についての内容説明があったとこであります。

質疑、答弁の中で、但馬牛博物館と増築建物は屋根でつなげるということでありました。

５か国語は準備中で、施設完成時には活用できる状況であると。また、但馬牛ファンク

ラブについては、約１００名が１２５名に増加してるという状況でありました。また、

博物館管理員については、１２月１日から着任し、学芸員資格がある方で、知識、経験

とも豊富であると、そういう方であります。また、夢竹灯籠については、湯村温泉観光

協会が主催で愛宕山観光と連携し、１月の末に開催予定であると、そういう内容であり

ました。

続いて、協議事項であります。一般会計補正予算（第８号）であるんですが、採決の

結果、異議なしで承認したとこであります。詳細は、委員会資料等を御清覧いただきた

いと思います。

続いて、農林水産課であります。報告事項は２件、協議事項は１件でありました。

報告事項のうち、新型コロナウイルス感染症対策事業の進捗状況について、農産物販

売促進が３３件あるわけですが、これについては、浜坂朝市、道の駅、たじまんまの出

荷手数料が主であるということ。また、道の駅に委託して実施しておる内容であり、恩

恵農家については、現在のところ不明であるということ。これについては調査するとい

うことでありました。また、ホームページ、通販農家育成に貢献できる制度として、継

続してほしいという意見があったとこであります。国の農業関係の持続化給付金の普及、

周知、把握はできているのかについては、国の制度で、直接は周知なりはしていない、

今後できることについては検討したいと、そういう内容でありました。

続いて、湯村温泉愛宕山観光の経営状況についての資料が出ました。今回の資料は、
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前回委員会で口頭説明があった町と会社の関係を資料として出されたものであります。

県中小企業再生支援協議会の活用ということがあるんですが、これについては国の機関

で、商工会議所が業務を行っているということであります。支援に係る補正については、

同再生支援協議会の相談結果の中で検討、対応したいと、そういう内容でありました。

また、愛宕山観光の所管は商工観光課ではないかという質問がありました。当時、施

設整備に旧町農林課が農林メニューを活用して行った経過があり、現在も農林水産課が

引き継いでいるということでありました。本日のこの資料については、何に基づいて作

成したのかという質問があったんですが、会社の法人登記や旧町の資料からデータなり

ををってきたということがありました。また、会社の出資、現在 ０００万をですが、

当時の議会には行政報告で行ってきたという記録もあったと、そういうことの報告があ

りました。また、定款については後日提出したいと、そういう内容でありました。

協議事項については、一般会計補正予算（第８号）ですが、１６ページ、都市改良費

のため池整備の予算増についての質問がありました。堤体の鋼土の試験費が増になった

と、そういう内容でありました。

１７ページ、負担金で、狩猟期の捕獲実績についての負担金増があったんですが、当

初２２７頭が６５９頭になったことによる差額ということであります。また、混交林に

ついては春来での予定であったが、採択が見送られた。また、野生動物侵入防止柵整備

事業の減については、国庫補助金が確保できたために県の事業を落としたと、そういう

内容でありました。また、有害鳥獣は、捕獲すれば捕獲するほど町費が必要になる、経

費削減や捕獲した鳥獣の活用も検討すべきとの意見も出されたとこであります。採決の

結果、異議なしで承認しました。詳細は委員会資料を御清覧いただきたいと思います。

あっ、これは協議事項ですから、承認もなにもないです。そういう内容でありました。

次は、建設課であります。報告事項は１件、協議事項は３件でありました。

報告事項で、町道除雪計画についての質問であります。久斗山、安泰寺の除雪はでき

るのか、地元からの意見は聞いているのかという質問がありました。毎日の除雪はしな

いが、必要なときに実施すると。区長との話はできているということでありました。

続いて、浜坂市街地の除雪の検討についてはということ、また、機械導入の助成は周

知されているのかということの質問がありました。庁舎内での全体的な検討はしている。

幹線は建設課が行う。狭小部分については健康福祉課と連携し、社協の除雪ボランティ

ア等の活用をする。また、機材の貸出しのほか、除雪機械の貸出しも検討している。機

械の購入助成の要望は毎年案内しているが、浜坂自治区からは出ていないということで

あったようであります。

続いて、協議事項であります。一般会計補正予算（第８号）について、異議なしで承

認いたしました。

続いて、議案第１１１号ですが、令和２年度新温泉町浜坂地区残土処分場事業特別会

計補正予算についても、異議なしで承認いたしました。同じく１１２号ですが、温泉地
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区残土処分場事業特別会計補正予算についても、異議なしで承認したとこであります。

同協議事項３件については、各補正予算書、また、委員会資料を御清覧いただきたいと

思います。

続いて、商工観光課であります。報告事項は１件、協議事項は１件でありました。

報告事項のうち、新型コロナウイルス感染症対策事業の進捗状況の説明がありました。

げんき券交付事業での成果なり、観光プロモーションでの動画の内容はということの質

問がありました。答弁で、げんき券交付事業の中で、本人確認は必須の条件で実施した

ものであります。周知不足もあり、利用での格差があったと。期間がもう少しあれば特

別なメニューも提供できたというような声もあった。また、プロモーション事業につい

ての長期動画は、四季を題材にしたいということ。ドローンについては、海編、山編を

制作予定にしていると、そういう内容でありました。また、オンライン移住相談の参加

が少ない、増の対策はについては、同相談は本町を指定していただくことが必要になる、

多面的な取組をしながら宣伝に努めていきたいと、移住定住の独自ページも作成してい

くと、そういうことでありました。また、事業終了も中にはあるけど、実績のみならず

評価もすべきではないかということがありました。効果などを検証していきたい、商工

会アンケートの結果では多くの業種で格差はあるものの回復の傾向が見られるというよ

うなこともあって、報告されました。

続いて、補正予算の関係でありますが、今回、プレミアムおみやげ券事業の拡充をし

たいという提案でありました。当初 ６００セたトを作成し、プレミアムたは２０たで

すが、これに ４００セたトをす加し、合計 ０００セたトで事業を継続したいという 

ことでありました。事業費は、 ４５９万 ０００をとなるということでありました。 

質問の中で、おみやげ券の購入は町内、町外とも質質の利用になっていると。実績は

９２６セたト、８⒌３たの販売となっていると。集約については１週間単位で行ってお

り、それなりの対応はしてるということでありました。補正予算、採決の結果、異議な

しで承認したとこであります。詳細は委員会資料を御清覧いただきたいと思います。

続いて、税務課であります。報告事項は２件、協議事項は２件でありました。

報告事項については、特に質疑はありませんでした。

協議事項１点、議案第１０３号、新温泉町国民健康保険税条例の一部改正についてで

あります。国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、軽減判定所得の算

定において基礎控除額相当分の基礎額を、現行３３万をを４３万をに引き上げるという

ものであります。同改正は、令和３年度分以降の国民健康保険税について適用するとい

う内容であります。採決の結果、異議なしで承認いたしました。議案第１０７号、令和

２年度一般会計補正予算（第８号）については、異議なしで承認したとこであります。

協議事項の内容については、委員会資料等を御清覧いただきたいと思います。

続いて、企画課であります。報告事項は６件、協議事項は２件であります。

報告事項のうち、情報通信機器整備プロジェクトチーム、ＰＴの状況についての報告
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がありました。来年度から準備委員会に切り替えるということで具体化されるという内

容だが、現在のＰＴの状況が分からないと議論にならないという質問がありまして、Ｐ

Ｔの会議内容を提出したいということでありました。先に基準書、仕様書をもって提案

を求めることが順当だがという質問の中で、更新するとした場合の方式について提案を

取ったものであると。今後、専門家を交えて方向を絞った形で仕様書を定め、事業者の

提案を求めていきたいという内容でありました。実施スケジュールが遅い、ＰＴの時間

が長い、情報化の現状を理解しているのかという質問では、防災関係に時間をかけ過ぎ

たということがありました。住民に参加いただき、可能な限り早めたいということであ

りました。それから、ＰＴの使命は終わったのかということに対しては、残りの会議で

まとめを行う、今年度解散の予定であると。基本はケーブルテレビの更新だが、アドバ

イザーの意見は、民間が入る部分は民間に、それ以外は行政が整備すべきとのアドバイ

ザーの意見があったようであります。

続いて、新温泉町コミュニティ助成事業補助金交付要綱の制定についてであります。

町の役割は進達であるが、町の事業決定の基準等が必要ではないかと。事業の地元負担

はあるのか、また、申請はあるのかという質問がありました。基準は、自治総合センタ

ーの要綱に委ねていると。町の予算措置は、決定を待って補正対応となる。事業によっ

ては自己負担があるが、起債の活用は検討していない。現在２件の申請があるが、内容

は備品、整備の関係であるという内容でありました。

続いて、ゆめぐりエクスプレスの廃止に伴う代替案の検討についてでありますが、代

替案は現行より３０分長くなるということ、乗り継ぎ、乗換方式ですか、料金は９９０

をが９６０をになるという内容でありました。岩美までの往路についてはあるが、復路

の利用ができるのではないかということについては、運行者の意見等、検討はしてみた

いということでありました。また、現在、兵庫県の交通協議会の試験案についての質問

がありました。答弁で、ルートについては、湯村、浜坂、岩美、鳥取のルート、日２回、

日２便、１１人以上の車両、料金は現状よりは少し高め、また、道の駅のバス停はでき

ない、このような、今の試験案のようであります。

続いて、令和３年度に向けた地域おこし協力隊の取組について質問がありました。個

人事業主というような形に切り替えたいという内容であるんですが、全員がこの形態に

なるのか、既存隊員の意見はという質問がありました。制度の選択ではなく、全員が切

替えとなるということでありました。特に、現隊員の不満等、支障はなかったいうこと

であります。新しい隊員が着任しているが、紹介ができてない、地産地消担当だったん

ですが、早急に対応したいということでありました。

続いて、新型コロナウイルス感染症対策事業については、オンライン事業者の参加に

ついての質問、また、温泉施設無料券の実績はという質問がありました。オンライン事

業者については、３回の事業を考えておるということでありました。海産物２回で、現

在、対象のネたト販売者を調査してるということ。また、畜産物については１回、多分
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但馬ビーフでしょうかね、事業者と調整してるという内容でありました。また、無料券

については、１１月末段階で、レクセン２９枚、ユートピア１３３枚、保養荘７４枚、

ゆーらく館 １０１枚、ゆゆ湯８５１枚、ゆフレたシュ館７７６枚、ゆゆ化ゆ館１４４

枚、以命枚１１５枚、夢枚代館 １０５枚という状況、中間の状況だということであり

ました。

続いて、おんせん天国カフェの状況についてであります。いろいろ検討された結果が

出てきとったんですが、内容が別のものになった気がする、中心的な目的は何だったの

か、空き家対策なら湯村だけではない、議案に対する認識が甘い、一度取り下げてはど

うかというような意見が出てきたとこであります。答弁では、地域の関わりや金の流れ

を整理し、実質の協力隊事業としてきた。空き家対策は別途検討をすべきであり、今回

の事業は協力隊事業から見てほしいということでありました。

協力隊員のためにならないのではないかということがありました。当初の予算づけの

下で、募集段階から十分に隊員については説明し、了解して、研修も積み上げておると。

３年後の位置づけも理解されている、隊員のよい研修になっているという報告がありま

した。

また、法人化を検討するとあるが、夢公社に委託してはどうか、直営もあるという質

問の中では、ＮＰＯを想定している、確定ではないが、隊員は卒業後、脱会し、次の隊

員が加入する仕組みを考えている。運営主体の協議会は、年度末までに隊員のみにして

いきたい。法人化は４月１日に切り替えていきたい。従来の地域ではできなかったこと

が、協力隊が取り組むことによって可能になった。地域、隊員、町がウィン・ウィンの

関係をつくっていきたいという答弁でありました。

また、進めてはいけない事業だと思える。町並み議論から発生してきたが、地元も安

易な立場ではないかと、隊員のためにはならないというふうな質疑がありました。町長

の答弁がありました。いろんな考えがあるが、活性化のきっかけを協力隊事業で行いた

い。隊員にとっても腕を磨くことができる、そういう視点で見てほしい。今後の必要な

見直しについて行っていきたいという答弁でありました。

協議事項であります。議案第１０６号、新町まちづくり計画の変更についてでありま

す。提案理由としては、合併特例債の発行期間の延長に伴い、新町まちづくり計画を変

更し、総合的かつ計画的な行財政運営を行うもので、具体的には、計画期間を５年間延

長し、令和７年度までに必要な合併特例債の発行を可能にするという内容であります。

異議なしで承認したとこであります。

続いて、議案第１０７号、一般会計補正予算については、採決の結果、可否同数のた

め、議会委員会条例第１６条の規定により、委員長が本案に対して採決するということ

となり、可といたしました。よって、本案は、委員会としては承認されたものでありま

す。各協議事項については、詳細を御覧いただきたいと思います。

続いて、総務課です。報告事項３件、協議事項４件であります。
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報告事項については、特に質疑はありませんでした。

協議事項について、兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体数の増減

及び規約の変更についての内容については、令和３年４月１日付、同組合員の加入及び

脱退が発生することにより、必要な規約の変更を行うものであります。異議なしで承認

いたしました。

続いて、議案１０２号、議会議員及び町長の選挙における選挙運動の公費負担に関す

る条例の制定についてであります。今回の提案理由は、公職選挙法の改正に伴い、町議

会議員及び町長の選挙における選挙運動の自動車、ポスター、ビラ等、公費負担を行う

ため、条例を制定するものであります。前回の委員会にも資料提出があり、説明がなさ

れていたものであります。採決の結果、異議なしで承認いたしました。

続いて、一般会計補正予算であります。６ページ、債務負担行為の補正の内容は記念

事業であるが、この方法しかないのかという質問に対して、現年で予算措置し、繰り越

しするという方式もあるが、ずれ込むものでもないところである。また、４月実施であ

るため、債務負担がベストであるという答弁でありました。す加で、厳格な予算の扱い

であり、すばらしいという意見がありました。ほかの課も同様にすべきであるというこ

とが出されました。総務課長から、十分に気をつけて予算編成をしたいという内容であ

りました。

次、指定管理者の支援金の中身についてですが、指定管理者協定書に基づき、指定管

理者施設１０施設の減収を調査し、支援するものであると。特に異議なしで承認いたし

ました。協議事項については、委員会資料等、御清覧いただきたいと思います。

次に、諮問第２号がありました。人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ

てですが、既に１２月１６日に、提案者の内容等、ペーパーで配付するということであ

りました。

次に、議会事務局であります。協議事項は１件であります。一般会計補正予算につい

てですが、異議なしで承認したとこであります。委員会資料を御清覧いただきたいと思

います。

その他、令和３年度新温泉町商工会並びに中小企業振興施策に係る要望についてです

が、要望書について意見を求めたとこであります。特に意見はなく、この要望について

は、町長に対し適切な対応をするよう要請するものであります。その旨、議長に報告す

るとこであります。

最後に、閉会中の継続審査におきましては、１０項目を議長に提出することにいたし

ました。

以上、長くなりましたが、総務産建常任委員会の報告とさせていただきます。

○議長（中井 勝君） 委員長の報告が終わりました。

委員長報告のうち、協議事項について質疑があればお願いします。ありませんか。

〔質疑なし〕
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○議長（中井 勝君） ないようです。御苦労さまでした。

次に、民生教育常任委員会が１２月１６日に開かれておりますので、委員長から報告

をお願いいたします。

宮本委員長。

○民生教育常任委員会委員長（宮本 泰男君） 失礼いたします。民生教育常任委員会の

報告をいたします。

会議規則第７６条の規定に基づき報告いたします。

開催日時は、令和２年１２月１６日に行いました。所管事務調査は６課ありました。

こども教育課、生涯教育課、町民安全課、健康福祉課、上下水道課、公立浜坂病院であ

りました。事務調査内容につきましては、報告事項及び協議事項であります。

各課の事務調査内容を報告をいたします。なお、質疑のあった案件について御報告を

いたします。

まず、こども教育課です。報告事項は５件ありました。

１件目、新型コロナウイルス感染症対策事業の進捗状況についてであります。質疑が

ありました。タブレたト端末使用の学習と従来の指導要領と変わりはないのかという質

問に対しまして、ソフトウエアは民間業者が作成するが、学習指導要領、教育内容は変

わらないという答弁がありました。

次に、タブレたト端末、ネたト環境のない家庭、要望しない家庭対策をどうするのか

という質問に対しましては、ルーター使用料等、説明会をし、理解を求めていくという

答弁がありました。

次に、スクールサポートスタたフは感染症対策の一環で配置されたと理解しているが、

各学校職員の負担軽減につながっているとの報告があった。今後も教職員の働き方改革

の目的で、配置を継続することはできないかという質問がありました。答弁に、県にも

支援を働きかけ、町としても今後も継続していきたいとの答弁がありました。詳細は委

員会資料を御清覧ください。

次に、新温泉町立学校事務職員の職務に関する要綱の一部改正をするという説明を受

けました。報告内容は、学校教育法の一部改正、学校事務職員が学校組織における唯一

の総務、財務等に通じる専門職として、より主体的、積極的に学校運営に参画すること

が求められているという中で、市町組合立学校事務職員の基本的な考え方、標準的職務

領域の内容を示されまして、そのことを受けて、令和２年１１月３０日に新温泉町教育

委員会において、要綱の一部を改正されたとの報告を受けました。詳細は委員会資料を

御清覧ください。

次に、浜坂認定こども園の整備候補地の選定状況について報告がありました。報告内

容としましては、これまでの比較選定候補地２２か所について、担当課において、５つ

の視点に基づき、３つのエゆア、現在地周辺、ＪＲ南側、役場周辺ごとに一、二か所ま

で絞り込んできました。今後、比較精度を高めるべく、配置計画、概算事業費、事業ス
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ケジュールや課題についての対応方針を整理し、必要に応じてコンサルへ依頼、教育委

員会において庁舎内会議を開催する中、最終候補地の選定に取り組んでいく。また、時

期を見極めながら、地権者との交渉、跡地利用計画等についても考慮し、早期に議会に

提案、協議したいという報告説明がありました。

質疑がありました。町長の一般質問の答弁で、委員会で候補地を公表するとの発言で

したが、なぜできないかという質問に対しまして、今後、町長は、内部検討をして３つ

のエゆアに絞り込んでいるところであり、本会議でおわびしたいという答弁がありまし

た。次の質疑で、現時点での候補地は何か所か、いつまでに絞り込むかという質疑に対

しまして、今後見直しがあるが、現時点で４か所に絞っており、年度内をめどに最終候

補地を絞り込みたいという答弁がありました。次に、住民や子供たち、保護者の望む、

喜ばれるこども園の整備を早くしてほしいという質問に対しまして、答弁として、今ま

でどおり様質な角度から引き続き検討していくと答弁がありました。詳細は委員会資料

を御清覧ください。

４件目に、コミュニティ・スクール、地域学校協働活動の推進に関する経過及び今後

の取組について報告がありました。コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体

的推進に向け、導入検討方法を決定し、準備を進める。年度内に、学校運営協議会規則、

また、地域学校協働活動推進員、設備要綱の制定の準備、教育委員会、社会教育委員会、

校園長会等について理解を深めていくという説明がありました。詳細は委員会資料を御

清覧ください。

次に、５件目、報告事項が１件、以上であります。

協議事項が１件ありました。令和２年度新温泉町一般会計補正予算（第８号）につい

てであります。委員会として了承しました。

次に、生涯教育課であります。報告事項４件ありました。そのうち、令和３年の新温

泉町成人式について説明がありました。報告内容としましては、１月１０日に開催予定

の成人式は、新型コロナウイルス感染症拡大のため延期すると。案としましては、日時

は令和３年５月２日、１３時から１５時３０分まで。会場は、新温泉町文化体育館夢ホ

ール。質疑がありました。日程変更のいきさつについて質問がありました。答弁として、

夢ホールが完成したところでやりたい。また、盆も考えましたが、５月２日で実行委員

会も了解しているという答弁がありました。

協議事項は１件ありました。令和２年度新温泉町一般会計補正予算（第８号）につい

てであります。委員会として了承しました。

次に、町民安全課でございます。報告事項が４件ありました。新温泉町国土強靱化地

域計画の策定について、この計画書は８２ページにわたる膨大な資料、計画書でありま

すので、概要について説明を受けました。その内容につきましては、委員会資料を御清

覧いただきたいと思います。計画期間につきましては、令和２年度からおおむね５年間

とするという説明を受けております。
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次に、協議事項は１件ありました。令和２年度新温泉町一般会計補正予算（第８号）

についてであります。これも委員会として了承しました。

次に、健康福祉課であります。報告事項は４件ありました。新温泉町子育て支援セン

ター実施要綱についてであります。報告内容といたしましては、妊産婦及び乳幼児の実

績を把握し、妊娠、出産、子育てに関する各種の相談に応じ、必要に応じて支援プラン

の策定や地域の保健医療または福祉に関する機関との連絡調整を行い、母子保健施設と

子育て支援施設との一体的な提供を通じて、乳幼児の健康の保持増進に包括的に支援を

行うことを目的として、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供する体制

を構築するものを目的とするという説明を受けました。詳細は委員会資料を御清覧くだ

さい。

次に、新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の適用期間の延長について。内容

は、新温泉町国民健康保険の条例附則で、令和２年１２月３１日を令和３年３月３１日

まで延期するという内容であります。

次に、障害者グループホームの建設について報告がありました。建設予定地として、

隣接企業から用地の交換の提案があり、今後の予定として、ぷろじぇくとＰｌｕｓが１

２月１９日の理事会で協議するとの報告を受けております。詳細は委員会資料を御清覧

ください。

協議事項は６件ありました。新温泉町浜坂保健センター条例の廃止について、提案理

由として、公立浜坂病院の感染症対策に係る機能充実を図るため、条例を廃止する。委

員会として了承しました。

次に、新温泉町使用料条例の一部改正について。提案理由は、新温泉町浜坂保健セン

ター条例の廃止に伴い、所要の改正を行うものであるということであります。委員会と

して了承しました。

次に、令和２年度新温泉町一般会計補正予算（第８号）について、委員会として了承

しました。

次に、令和２年度新温泉町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）について、

また、次に、５件目の令和２年度新温泉町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

について、６件目の令和２年度新温泉町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）につ

いて、委員会として了承しました。

次に、上下水道課であります。報告事項が１件ありました。お手元の資料を御清覧く

ださい。

協議事項は３件ありました。１件目、令和２年度新温泉町浜坂温泉配湯事業会計補正

予算（第２号）について、委員会として了承しました。２件目の令和２年度新温泉町水

道事業会計補正予算（第４号）について、委員会として了承しました。３件目の令和２

年度新温泉町下水道事業会計補正予算（第２号）について、委員会として了承しました。

次に、公立浜坂病院介護老人保健施設の所管事務調査であります。
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１件目、報告事項が４件ありました。公立浜坂病院内における新型コロナウイルス感

染症の発生についての報告を受けております。発生日は１２月８日。対策としては、外

来診察の休止、１２月９日から１０日、２日間。対策としましては、濃厚接触者に該当

しない関係職員のＰＣＲ検査を実施した。また、院内消毒をした。外来診察の再開は、

１２月１１日に再開した。ＰＣＲ検査の陰性結果の確認と、病院消毒完了の確認を行っ

たという報告を受けました。質疑として、今回の感染者の発生は、町民は大変ショたク

を受けた、再発防止対策はどうするのかという質問に対しまして、健康管理、感染地へ

の不要不急の外出自粛等、新型コロナウイルス感染症対策分科会の提言の取組の強化を

図ることを徹底したとの答弁でありました。

次に、新型コロナウイルス感染症対策について、発熱外来の実施状況について、４月

から１１月までは５０人実施したと。ゆモート面会の利用状況については、１０月から

１１月に１１人利用をされておると。

３件目の公立浜坂病院の診療体制の強化ということで概要説明がありましたが、感染

症の発生段階に応じた柔軟な施設運用、待機、隔離を可能とするため、既存施設の病院

施設への転用により、効た的な診療体制の強化と利便性の向上を図るのを目的で、現在、

健康福祉課との協議により、新温泉町浜坂保健センターの転用について協議を進めてお

るとの説明を受けました。

個人未収金の過年度分の収納状況についての報告がありました。質疑で、古い案件は

何年ぐらいのものがあるか、また、時効対策、援用手続等、情報提供、死亡、居所不明

等が適切に処理されてるかという質問に対しまして、古いものは平成１２年度のものが

ある。時効にならないよう適切処理し、援用情報は折衝中に適宜行うと。未納者の居所、

生存状況等の調査に基づく個別台帳を整備すると。また、電話等による催促、訪問し、

徴収に努めます。時効後の処理は、法律に基づき処置するというような答弁を受けてお

ります。詳細は委員会資料を御清覧ください。

協議事項は１件ありました。令和２年度新温泉町公立浜坂病院事業会計補正予算（第

３号）について、委員会として了承しました。

その他の事項で、要望書が１件ありました。新温泉町社会福祉協議会からの要望書で

あります。要望内容につきまして、多額の金額です。また、要望事項も多岐にわたりま

すので、精査する必要があるとの意見があり、次回の開催予定の委員会に新温泉町社会

福祉協議会会長の出席を求めることで決定をしました。

次に、意見書の提出についてであります。内容は、激甚化する自然災害の対応と地域

の安全・安心を確保するための社会資本整備の更なる推進を求める意見書であります。

審査の結果、委員会として了承しました。

閉会中の継続調査の申出についてであります。閉会中の継続調査申出については、配

付の申出書のとおり、１から９までの事件について、会議規則第７４条の規定により、

議長に提出することを委員会として了承しました。
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以上、民生教育常任委員会の報告といたします。

○議長（中井 勝君） 民生教育常任委員長の報告は終わりました。

委員長の報告のうち、協議事項について質疑があればお願いします。ありませんか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） ないようです。これをもって終了とします。

宮本委員長、ありがとうございました。

次に、議会運営委員会が１２月１０日に開かれておりますので、委員長から報告をお

願いします。

谷口委員長。

○議会運営委員会委員長（谷口 功君） 失礼いたします。１２月１０日に、本会議終

了後に議会運営委員会を開催をいたしました。協議事項２件であります。

第１に、人事案件の採決の方法について、議運で協議するという申合せになっており

ました。日程第２０、諮問第２号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ

ては、投票とすることといたしました。それから、閉会中の継続審査の申出について３

項目を確認し、議長に申し出ることといたしました。以上であります。

○議長（中井 勝君） 谷口委員長、ありがとうございました。

次に、議会広報調査特別委員会が１２月１０日に開かれておりますので、委員長から

報告をお願いします。

阪本委員長。

○議会広報調査特別委員会委員長（阪本 晴良君） 失礼いたします。議会広報調査特別

委員会の報告をいたします。

開催日は、去る１０日、本会議終了後、議運が終わった後に開催をいたしました。第

６１号の議会だよりの発行について協議いたしました。発行を来年の１月２８日木曜日

に予定をいたしております。一般質問や討論の原稿依頼を、本日２１日に、極力議事録

をつけて行う予定といたしております。よろしくお願いします。

つきましては、締切日を年明けの１月４日といたしますので、それぞれの原稿の提出

を御協力をお願い申し上げます。今回は特に、検討しますの答弁のす跡調査の関係を２

件取り上げることといたしております。内容は、４月２８日以後に出生した新生児の１

０万をの給付事業と、それと、ゆめっこ認定こども園の壁画の修理についての関係の２

件を掲載予定といたしております。

以上、議会広報調査特別委員会の報告とさせていただきます。

○議長（中井 勝君） 阪本委員長、ありがとうございました。（「議長」と呼ぶ者あ

り）

暫時休憩します。

午前９時５２分休憩
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午前９時５３分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

１４番、谷口功君。

○議員（14番 谷口 功君） 先ほど議運の報告の中で、人事案件採決方法についての

を日程番号第２０と報告したんですが、今日の議事日程表では第１８となっております

ので、議案書に基づいて報告いたしましたので、申し訳ありません、訂正お願いします。

○議長（中井 勝君） そのように取り計らいたいと思います。

次に、町長から報告があったらお願いをします。

○町長（西村 銀三君） 特にありません。

○議長（中井 勝君） 以上で諸報告を終わります。

暫時休憩します。

午前９時５４分休憩

午前９時５４分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

・ ・

日程第２ 議案第１０１号

○議長（中井 勝君） 日程第２、議案第１０１号、兵庫県市町村職員退職手当組合を

組織する地方公共団体の数の増減及び規約の変更についてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、令和３年４月１日付、市川町外三ケ市町

共有財産事務組合の兵庫県市町村職員退職手当組合への加入及び北播磨清掃事務組合の

解散に伴う兵庫県市町村職員退職手当組合からの脱退のため、所要の変更を御提案申し

上げるものであります。

内容につきまして、総務課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） それでは、議案第１０１号、兵庫県市町村職員退職手当組

合を組織する地方公共団体の数の増減及び規約の変更について御説明いたします。

地方自治法第２８６条第１項の規定によりまして、構成団体の数の増減、規約の変更

については、関係地方公共団体との協議が必要でございます。そのため、同法第２９０

条の規定によりまして、議会の御議決をお願いするものでございます。

説明の都合上、審議資料の１ページを御覧いただきたいと思います。規約の新旧対照

表をつけております。左側が現行、右側が改正案で、アンダーラインの部分が改正箇所

となっております。兵庫県市町村職員退職手当組合は、県内の全ての町と、この別表第

１号表に掲げられております市及び一部事務組合により組織をされております。このた
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び脱退となるのが北播磨清掃事務組合、新たに加入するのが市川町外三ケ市町共有財産

事務組合となっております。市川町外三ケ市町と申しますのは、市川町、福崎町、姫路

市、加西市でございます。

それでは、議案の規約本文に戻っていただきまして、附則の部分を御覧いただきたい

と思います。附則としまして、この規約は、令和３年４月１日から施行するというもの

でございます。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） それでは、質疑を終わります。

お諮りいたします。討論を省略して採決したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決をいたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第３ 議案第１０２号

○議長（中井 勝君） 日程第３、議案第１０２号、新温泉町議会議員及び町長の選挙

における選挙運動の公費負担に関する条例の制定についてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、公職選挙法の一部改正に伴い、新温泉町

議会議員及び町長の選挙における選挙運動の公費負担を行うため、条例の制定を御提案

申し上げるものであります。

内容につきまして、総務課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） 議案第１０２号、新温泉町議会議員及び町長の選挙におけ

る選挙運動の公費負担に関する条例の制定について御説明いたします。

説明の都合上、審議資料の２ページを御覧いただきたいと思います。今回の条例制定

の基となります公職選挙法の一部を改正する法律概要でございます。令和２年６月１２

日公布となっております。

改正点は、第１として、町村議会議員選挙及び町村長選挙における選挙公営の拡大で、

次の事項が条例による選挙公営の対象となります。①としまして、選挙運動用自動車の
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使用、②選挙運動用ビラの作成、③選挙運動用ポスターの作成でございます。

第２としまして、町村議会議員選挙におけるビラ頒布の解禁でございます。ビラ頒布

の上限枚数は ６００枚としまして、ビラの種の、頒布方法、規格等は、現行法の市議

会議員選挙と同様となります。ビラの大きさにつきましては、Ａ４サイズ以内というこ

とになります。

第３としまして、町村議会議員選挙における供託金制度の導入でございます。町村議

会議員選挙について、供託金制度を導入することとし、その額は１５万をとすること。

供託物の没収点は、現行法の市会議員選挙と同様とするということになります。没収点

は、有効投票数割る町の議会議員定数割る１０未満ということになります。

第４としまして、施行期日等でございます。六月を経過した日から施行することとな

っておりますので、公布日が６月１２日ですので、令和２年１２月１２日施行となりま

す。

なお、この内容を整理したものが３ページの表でございます。下から２段目を御覧い

ただきたいと思います。町村長選挙ということで、公営の有無につきまして、選挙運動

用自動車、これまではバツでございましたけども、公職選挙法の一部改正によりまして、

それが公営の対象となっております。同じく、運動用ポスター、運動用ビラも同様でご

ざいます。最下段の町村議会議員選挙につきましても、選挙運動用自動車、それから選

挙運動用ポスターがこれまで公営の対象ではなかったんですけども、今回の改正で公営

の対象となるということでございます。それから、選挙運動用のビラの頒布につきまし

ては、これまでは不可でございましたが、頒布が解禁となりまして、公営の対象にもな

るという改正でございます。また、供託金につきましては、これまでございませんでし

たが供託金制度を導入して、その額が１５万をということになっております。

それでは、議案の条例本文に戻っていただきたいと思います。新温泉町議会議員及び

町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例としまして、１２条立ての条例制

定を予定いたしております。第１条、趣旨では、先ほど申し上げましたけども、選挙運

動用自動車の使用、それからビラの作成、ポスターの作成を公費負担の対象とするとい

うものでございます。

第２条、選挙運動用自動車の使用の公費負担では、候補者１人当たりの選挙運動期間

における限度額を定める。それから、供託物が没収される候補者については公費負担は

されない。以下、条例第６条、ビラ作成の公費負担、それから条例第９条の選挙運動用

ポスターの作成の公費負担についても同じでございます。供託物の没収点につきまして

は、先ほど申し上げましたが、町議会議員選挙の場合、有効投票数割る町の議員定数割

る１０未満、町長選挙の場合は、有効投票数割る１０未満でございます。

第３条の選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出では、選挙運動用自動車の公費負

担制度を利用するに当たり、一般乗用旅客自動車運送業者またはその他のものとの間で

有償契約を締結すること、及び選挙管理委員会に対して所定の届出をする必要がある規

－１８－



定を定めることとしております。この契約の締結の届出につきましては、第７条のビラ

の作成、それから第１０条の運動用ポスターの作成についても同じでございます。

第４条、選挙運動用自動車の使用の公費負担額及び支払い手続では、選挙運動用自動

車の公費負担制度を利用するに当たり、契約の型ごとの公費負担の額を定めるとしてお

ります。限度額につきましては１０ページを御覧いただきたいと思います。第１号では、

一般運送契約、一イ一ー契約でございます。１日１台、６万 ５００を一ける５日で３

２万 ５００をが上限となります。２号のアでは、自動車を２り入れた場合でございま

す。１日１台につき１万 ８００をで一ける５日で７万 ０００を、それからイではす 

料供給契約の場合で、１日当たり ５６０を一ける５日で３万 ８００をが上限となり 

ます。ウは運転手ま用契約の場合で、１日１人１万 ５００を一ける５日で６万 ５０ 

０をが上限となります。

第５条は、選挙運動用自動車の使用の契約の指定。

第６条は、選挙運動用ビラの作成の公費負担でございます。

第７条、選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出では、業者との間で有償契約を締結

して、選挙管理委員会の規定に従って届出書の提出を義務づける規定を定めております。

めくっていただきまして、第８条、選挙運動用ビラの作成の公費負担額及び支払い手

続では、限度額として、単価の限度額が７を５１銭、作成枚数の限度額は、町議会議員

選挙では ６００枚、町長選挙では ０００枚となります。 

第９条は、選挙運動用ポスターの作成の公費負担。

それから第１０条は、選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出です。業者との間

で有償契約を締結して、届出書の提出を義務づける規定となっております。

第１１条、選挙運動用ポスターの作成の公費負担額及び支払い手続では、限度額とし

て、単価の限度額ということで、５２５を６銭にポスター掲示場数を乗じて得た額に３

１万５００をを加えた金額をポスター掲示場数で除した金額、１を未満の端数がある場

合には、その端数は１をとするというものでございます。作成枚数の限度額は、ポスタ

ーの掲示場数は新温泉町では１７５枚となります。これに基づきまして計算いたします

と、ポスターの限度額は１枚当たり ３００をとなります。

第１２条の委任では、条例施行に必要な手続について、選挙管理委員会の規定に作成

を委ねる規定としております。

附則といたしまして、施行期日は、１、この条例は、公布の日から施行する。経過措

置は、２、この条例は、この条例の公布日以後、その期日を告示される選挙について適

用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例によると

いうものでございます。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。
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〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） ないようです。

お諮りします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第４ 議案第１０３号

○議長（中井 勝君） 日程第４、議案第１０３号、新温泉町国民健康保険税条例の一

部改正についてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、地方税法施行令等の一部を改正する政令

の施行に伴い、所要の改正を御提案申し上げるものであります。

内容につきまして、税務課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 長谷阪税務課長。

○税務課長（長谷阪仁志君） それでは、議案第１０３号、新温泉町国民健康保険税条例

の一部改正について、御説明をさせていただきます。説明の都合上、審議資料の６ペー

ジをお開きください。

国民健康保険税条例の一部改正の概要でございますけども、平成３０年の税制改正で

決まりました基礎控除額相当分の基準額を４３万をに引き上げる等の改正が、令和３年

１月１日から施行されます。それに伴いまして、個人所得課税の見直しということで、

給与所得控除や公的年金控除から基礎控除へ１０万をの振替等を行うことにより、国民

健康保険税の負担水準に関しまして意図せざる不利益や影響が生じないよう、被保険者

の所得等についての所要の改正を行うものでございます。

内容といたしましては、軽減判定所得の算定について、基礎控除額相当分の基準額を

４３万を、現行は３３万をでございますが、それに引き上げるとともに、一定の給与所

得者等が２人以上いる世帯は、当該見直し後におきましては国民健康保険税の軽減措置

に該当しにくくなることから、その影響を遮断するため、給与所得者等の数の合計数か

ら１を減じた数に１０万をを乗じて得た金額を加える軽減判定基準の見直しをするもの

でございます。

下段の表を御覧ください。上段の７割軽減基準額でございますけども、現行の基礎控
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除額３３万をを４３万をに引き上げ、給与所得者等の数の合計数から１を減じた数に１

０万をを乗じて得た金額が、改正後の軽減判定基準額でございます。以下、５割軽減、

２割軽減につきましても、それぞれ現行分に同様の改正をしたものが新しい軽減判定基

準額でございます。

それでは、新旧対照表の説明をさせていただきます。４ページをお開きください。右

側の改正案を見ていただきますと、先ほど概要で説明いたしました７割軽減、５割軽減、

２割軽減の改正表のとおりの内容の変更でございます。第２３条の第１号が、７割軽減

の額の変更を記載しております。第２号が５割軽減額の変更、第３号に２割軽減の額の

変更を記載しております。それぞれ合算額３３万をを４３万をに引き上げ、給与所得者

等の数の合計数から１を減じた数に１０万をを乗じて得た金額を加える見直しでござい

ます。

附則の第３条につきましては、第２３条の公的年金等に係る所得判定、所得基準の見

直しに合わせた規定の整備を行うということになっております。主立ったところは、現

行の６５歳以上の公的年金等に係る国保税の課税の特例で、年金控除額が１２０万をプ

ラス特例１５万をで１３５万をの特例での控除額が、公的年金控除から基礎控除へ１０

万をの振替等の税改正で、年金控除額１１０万をプラス特例１５万をで１２５万をに特

例での控除額へ見直される整備でございます。

それでは、議案に戻っていただきまして、附則をお願いいたします。１の施行期日で、

この条例は、令和３年１月１日から施行する。２の適用区分は、改正後の新温泉町国民

健康保険税条例の規定は、令和３年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、

令和２年度分までの国民健康保険税につきましては、なお従前の例による。

条例改正の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑に入ります。質疑をお願いします。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） お諮りします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思

いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決をいたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

暫時休憩します。２５分まで。

午前１０時１３分休憩
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午前１０時２５分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

・ ・

日程第５ 議案第１０４号

○議長（中井 勝君） 日程第５、議案第１０４号、新温泉町浜坂保健センター条例の

廃止についてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、公立浜坂病院の感染症対策に係る機能充

実を図るため、条例の廃止を御提案申し上げるものであります。

内容につきまして、健康福祉課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） 議案第１０４号、新温泉町浜坂保健センター条例の廃

止について、御説明をさせていただきます。

提案理由につきましては、感染症対策に係る機能充実を図るため、新温泉町浜坂保健

センターの所管を健康福祉課から公立浜坂病院に変更するために条例を廃止するもので

あります。施設名が新温泉町浜坂保健センターということで、昭和５７年１１月に建設

されたものであります。鉄筋コンクゆート造の二階建てのうち、１階部分ということで

４１⒏９０平米、所管替えを必要とする理由としまして、感染症対策を備えた医療提供

体制の強化ということで、感染対策の現状と課題としましては、病原性の高い新感染症

が発生した場合、一般患者と感染を疑う患者との間に空間的分離を確保し、感染拡大を

防止する医療体制の確保が必要ということであります。

審議資料の７ページをお開きいただきたいと思います。新温泉町浜坂保健センター管

理規則も併せて廃止するものであります。

議案に戻りまして、附則としまして、この条例は、公布の日から施行する。

以上でございます。よろしくお願いします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑に入ります。質疑をお願いします。ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） お諮りします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思

いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決をいたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され
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ました。

・ ・

日程第６ 議案第１０５号

○議長（中井 勝君） 日程第６、議案第１０５号、新温泉町使用料徴収条例の一部改

正についてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、新温泉町浜坂保健センター条例の廃止に

伴い、所要の改正を御提案申し上げるものであります。

内容につきまして、健康福祉課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） 議案第１０５号、新温泉町使用料徴収条例の一部改正

について、御説明させていただきます。説明の都合上、審議資料の８ページをお開きい

ただきたいと思います。

新旧対照表であります。新温泉町浜坂保健センター条例の廃止に伴いまして、別表１

１を削除するものであります。

議案本文に戻りまして、附則としまして、この条例は、公布の日から施行する。

以上でございます。よろしくお願いします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑に入ります。質疑をお願いします。

９番、阪本晴良君。

○議員（９番 阪本 晴良君） ちょっと１点だけお尋ねいたします。この別表１１を削

るということでありますけれども、この別表は３５表までか６表もありますけども、こ

こを後ろを繰り上げせなんだ理由っていうのが何かあるでしょうか。もしあればお知ら

せいただきたいと思います。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） 使用料条例の関係につきましては、関係項目を別表を

全て削除ということで、繰上げというふうな手法を取ってないということであります。

○議長（中井 勝君） ちょっと、阪本議員、マスク外して発言していただけますか。

聞き取りにくいです。

９番、阪本晴良君。

○議員（９番 阪本 晴良君） そのことは分かるんですけども、何か、上げなかった理

由がもしあれば教えていただきたいということです。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） 現在の使用料徴収条例の中でも、以前に施設等の用途廃止

で抹消した部分がございます。その例に従いまして、今回も該当する部分を削除し、そ
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れ以降のものを繰上げをしなかったと。従前の例に従って処理したということでござい

ます。

○議長（中井 勝君） そのほかありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） お諮りします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思

いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第７ 議案第１０６号

○議長（中井 勝君） 日程第７、議案第１０６号、新町まちづくり計画の変更につい

てを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、合併特例債の発行期間の延長に伴い、新

町まちづくり計画を変更し、総合的かつ計画的な行財政運営を行うため、所要の変更を

御提案申し上げるものであります。

内容につきまして、企画課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 岩垣企画課長。

○企画課長（岩垣 廣一君） 議案第１０６号、新町まちづくり計画の変更について、御

説明申し上げます。

変更の目的といたしまして、合併特例債の発行期間延長措置に伴い、新町まちづくり

計画の計画期間を、現行の１６年間を２１年間に延長するとともに、期間延長後の合併

特例債を有効活用するため財政計画を変更するもので、あわせて県事業の内容変更に伴

う所要の変更を行うものでございます。

次のページに新町まちづくり計画の新旧対照表をつけさせていただいております。変

更箇所にアンダーラインを加えさせていただいております。項目名といたしまして、１

番目、はじめにの２、計画策定の方針の（３）計画期間でございます。２行目の平成１

７年度から平成３２年度までの１６年間を、変更後、平成１７年度から令和７年度まで

の２１年間に変更いたします。

項目名のⅣ、新町まちづくり施策、５、利便性とうるおいのあるまちの器づくりの中

の主な県事業の枠の事業概要の一番下の県道名でございます。変更前、県道浜坂温泉線、
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丸味温泉線ほかを、変更後、県道浜坂井土線、丸味竹田線に変更をいたします。

項目名Ⅶ、財政計画の１、基本的な考え方の下から５行目でございます。平成１７年

度から平成３２年度までの１６年間であるものを、変更後といたしまして、平成１７年

度から令和７年度までの２１年間に変更いたします。

次のページでございます。３として歳入の欄を設けております。変更前、平成１７年

度から、その下の次のページでございますけれども、平成３２年度までを現在記載して

おります。変更後といたしまして、平成１７年度から、下のページ、令和７年度までの

５か年をす加いたしております。変更後の令和元年度までは決算額、令和２年度以降は

現在の財政計画に沿っております。

次のページに４といたしまして、歳出を記載しております。変更前、平成１７年度か

ら、次のページ、平成３２年度までを現在記載しております。変更後といたしまして、

平成１７年度から令和７年度までの５か年をす加しております。歳入と同じく、令和元

年度まで決算額、令和２年度以降は現在の財政計画に沿っております。

以上が新町まちづくり計画の変更でございます。以上、よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑に入ります。質疑をお願いします。

３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 国の施策の中で、合併特例債が５年間延長されたという

ことですけども、実際、本町なり全国的に同じだと思うんですけども、利用可能な実質

的な枠の考え方について、国の施策としてはどういうふうになっているのかお教えいた

だけますでしょうか。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） 国の施策の枠につきまして、ちょっと詳しいことは今現在

手元にないわけでございますが、本町といたしまして合併特例債、今後発行できる枠と

いたしましては約１０億ございます。

○議長（中井 勝君） それでよろしいですか。

３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） それ以上の国からの通達なりというものがないというこ

とで理解してたらよろしいでしょうか、考え方のものがないということで。あるいは制

約がないということでよろしいでしょうか。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） 現在の考え方は、ちょっとそれ以上の制約があるかどうか

ということは、申し訳ございません、確認はできておりません。今回、期間延長ができ

るということの中で、５年間の延長をお願いしたいというものでございます。今後、計

画いたしている大きな事業につきまして合併特例債が使えるということで、非常に有利

なことであるんで、新町まちづくり計画の見直しをさせていただきたいということでご
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ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） よろしいですか。

○議員（３番 河越 忠志君） はい。

○議長（中井 勝君） そのほか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） ないようです。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決をいたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第８ 議案第１０７号

○議長（中井 勝君） 日程第８、議案第１０７号、令和２年度新温泉町一般会計補正

予算（第８号）についてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、令和２年度新温泉町一般会計予算に補正

の必要が生じましたので、御提案を申し上げるものであります。内容につきまして、休

憩中に担当課長が御説明を申し上げたとおりであります。

なお、ここでおわびを申し上げます。このたびの一般質問におきまして、池田副議長

の質問に対し、認定こども園の場所、３か所をその後の委員会で御報告をさせていただ

く、このように答弁をさせていただきました。その後の担当課との協議の中で、具体的

な場所を明示することによって、地権者との関係、いろいろな今後の交渉に問題が生じ

ないか、そのような意見がありました。結果、３つの場所というよりは３つのエゆア、

こういう方向で委員会に報告させていただきたい、そのように変更をさせていただきま

した。

こういった変更をさせていただいたということに対しまして、御報告と同時におわび

を申し上げます。大変申し訳ありませんでした。今後ともよろしくお願いいたします。

以上であります。

○議長（中井 勝君） 内容説明につきましては休憩中に受けておりますので、これか

ら質疑に入ります。

質疑につきましては、歳出、歳入、総括を全て一括で行いたいと思いますので、よろ
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しくお願いします。

それでは、質疑をお願いします。

５番、浜田直子君。

○議員（５番 浜田 直子君） １８ページの商工振興費に関しまして、ちょっとお尋ね

いたします。

ＧｏＴｏトラベル、年末年始の取りやめというのは、１２月１４日、委員会の終了の

夜、突然の発表だったので致し方ないとは思うんですが、それに対しての当町での支援

策、対応等は考えられてないでしょうか。豊岡市では、実際もう木曜日には支援策を取

りまとめ、金曜日には正式に発表しておりましたし、具体的にはげんき券のような感じ

で、地元の方が宿泊、食事等をするときに支援をすると、観光業者、宿に宿泊した者に

対しての減った分を地元の方たちで補充というか、そういう支援を行うというようなこ

とを発表されています。当町でも、そういったことに対してスピード感を持って対応し

ていただけるのかどうか、さらなる補正案、そういったようなもののお考えを教えてい

ただきたいです。

○議長（中井 勝君） 浜田議員、質問ですよね。どこの項目について質問でしょう。

○議員（５番 浜田 直子君） そういったようなお考えはないですか。

○議長（中井 勝君） 内容の質問じゃないですか。

○議員（５番 浜田 直子君） おみやげ券等に対しても、そういったような対応はない

でしょうか。

○議長（中井 勝君） おみやげ券についての質問でしたけど。

水田商工観光課長。

○商工観光課長（水田 賢治君） おみやげ券の関連での御質問だと思います。プレミア

ムおみやげ券につきましては、今現在、実施をしております事業の拡大を今回の補正で

お願いをしたいと思っております。町内で困っておられる土産業者、またいろんな町内

の特産物の生産業者の支援策として、今回拡充をお願いをしております。また、コロナ

の拡大におきまして、年末年始に帰省ができない方への贈答品にも使えるということで、

今回増額をお願いをしております。また、その他のＧｏＴｏトラベルの関係の中止に伴

う支援策につきましては、今まで飲食券、また町民げんき券などの実施をしてきました

が、コロナ禍における利用というのがなかなか困難だと思っております。つきましては、

動向を見ながらまた対応をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。以上です。

○議長（中井 勝君） よろしいですか。

そのほか。

１３番、中井次郎君。

○議員（13番 中井 次郎君） 何点か質問させていただきます。歳出の９ページ、負担

金補助及び交付金の中でワークスペース整備事業、それからおんせん天国推進協議会、
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こういった項目がございますけども、総務産建の委員会資料、２３ページですね、おん

せん天国カフェのワークスペースの整備についてということで、おんせん天国室からの

資料が出ておりますが、この中で、設置運営方法を主体としておんせん天国カフェ運営

協議会が設置運営を行うと。町は協議会に定額補助を行うと。下のほうに５５０万をの

根拠も出ておるわけですけども、この整備については、荒湯センターの２階につくられ

るワークスペースの整備だけの経費でしょうか。これを第１点、お聞きします。

それから、設置運営方法ということで、主体としておんせん天国カフェ運営協議会が

設置運営を行うということですが、このおんせん天国カフェ運営協議会については、そ

の前のページの２２ページでは、外部の協力をいわゆる排除するという形になっており

ますけども、これはこういう形で変えていきたいということですけども、湯区とか湯村

温泉商店街振興会、湯村温泉観光協会からの推薦を受けた人たちが今後関わらないとな

れば、協議会の中のそれこそ運営はどこの団体、誰が具体的にやることになるんでしょ

うか。

それから、先ほど申し上げましたけど、協議会に定額補助を行うということでありま

すけども、これは一体、今後どの程度の財源が必要になるのか、その原資というのは、

財源ていうのはどこから出るのか、まず、それらの点についてお尋ねをいたします。

○議長（中井 勝君） 岩垣企画課長。

○企画課長（岩垣 廣一君） まず、天国カフェのワークスペース整備についてでござい

ます。御質問のほうが、ワークスペース整備のみに行われるのかという質問でございま

す。基本的にワーケーションのために行うという事業に使うということになっておりま

す。

次に、天国カフェの運営についてでございます。天国カフェの運営につきましては、

委員会資料の２１、２ページに見直しということで考えております。

外部の協力を排除という議員の今の御質問でございましたけれども、協力につきまし

ては引き続き行っていただきますので、中からの直接的な協力から、今度は外からの協

力をいただくということになります。ただお金の関係を、その外部の組織と絶つといい

ますか、きれいに分けるという点からこのような見直しを行うというものでございます。

誰がという御質問でございました。４月からになりますけれども、協力隊での運営と

いうことで考えているところでございます。以上でございます。

○議長（中井 勝君） 今後の財源。

○企画課長（岩垣 廣一君） 今現在、定額補助の財源につきましては、コロナ対策を考

えております。以上でございます。

○議長（中井 勝君） １３番、中井次郎君。

○議員（13番 中井 次郎君） コロナ対策といいますけども、定額補助を行うというこ

とになっております。一体、具体的にもう少し、コロナ対策といいますけども、いろい

ろありますので、具体的に何を目的に、いわゆるコロナ対策で何をしようとするのか、
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その点をお尋ねをいたします。

それから、おんせん天国カフェ運営協議会なるものは、今度は構成員として地域おこ

し協力隊隊員に限るのかどうなのか、前は、いわゆる外部の協力っていうことで各団体

も入ってたわけです、そこから推薦された方が。それから、いわゆる顧問でおんせん天

国室の室長ですか、これも入ってたように思うんですけども、具体的に、今度は地域お

こし協力隊だけで天国カフェの協議会は運営をされるということなんでしょうか。そう

すると、協議会なるものとしては、私は本当に組織の在り方としてそれがちゃんとでき

るのかどうなのか。例えば、これまで言われてきたのでは、２人の協力隊員が関わると

いうような、そういう協議会の中にメンバーとして入るんだという話もございましたけ

ども、それが実際に運営をしていくんだという話になるのか。私は、そうじゃなくて、

おんせん天国室の職員もそこの中に入ってきちっと運営に協力するっていうか、そうい

うことをするべきだと思うんです。そうしなかったら、いわゆる協議会とはならないと

思うんですけども。そこら辺のとこ、どうですか。

○議長（中井 勝君） 岩垣企画課長。

○企画課長（岩垣 廣一君） まず、コロナ対策についてでございます。委員会資料にコ

ロナ対策に対する状況というのをつけさせていただいたわけでございますけれども、そ

の中で、ワーケーションの拠点整備の事業として現在動いておりますのはログ一ウスカ

ナダでございます。同等に、この荒湯でのワーケーションの事業ということで、２か所

の整備ということで考えておりますので、同等の考えというふうに御理解いただきたい

と思います。

次に、協力隊のみでの活動かということでございますけれども、４月以降という形で

ございますけれども、そのように見直すという考えでございます。業務を活動、店舗運

営を委託するという役場の立場からいたしまして、直接、直営ではございませんけれど

も、委託をするという立場からおんせん天国室が大いに関わっていく必要があるという

ことは考えております。ただ、あくまで直営ではございませんので、そういった委託の

関係から一緒にやっていくということになろうかと思います。外部協力ではございます

けれども、あくまで従来から地元の方の協力をというのは基本になっておりますので、

その点については引き続きお願いをしたいという考えでございます。以上でございます。

○議長（中井 勝君） １３番、中井次郎君。

○議員（13番 中井 次郎君） ぜひ、運営協議会ですから、その点を、あるべき、いわ

ゆる協議会の在り方を今後考えていただきたいと思いますけど。何か外部からの、地域

の湯区だとか、そういったところの方たちがメンバーとしてこれまで入ってたんだけど、

それについては、はっきり言ったら地域的にいろいろと協力するとかそういうのは当た

り前のことで、要は、協議会にこれまでそういう方たちの推薦した方たちが入っていた

から問題が出るよという指摘もあったと思うんです。そこら辺のところを、今後４月か

らの、今後見直して４月からの運営ですから、協議会の在り方を再度ちょっと検討して
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ほしいんです。おんせん天国室が関わったらどうかっていうことで申し上げたけども、

やっぱり、例えば外部なら外部の、協議会なら協議会にふさわしい方とか、そういうこ

とを含めて、例えば、県のあれも受けたわけですから、視察も受けて、東京のほうから

もいろいろと来はったみたいですから、そういう県からの指導も受けたりだとか、そう

いう協議会のメンバーにそういう方も入っていただいて、協議会の在り方そのものをき

ちっとしたものにしていくんだという形を考えていただきたい。今のままだったら、は

っきり言ったら、おんせん天国室の職員と、それから、地域おこし協力隊のメンバーで

協議会はつくられるっていう解釈しかならないんです。これはちょっと問題があると思

っておりますので、ぜひ、そこら辺のとこ、協議会の在り方そのものをしっかりしたも

のとしてやっていただきたいと。そうすれば、いろんな経験も県からも得られるでしょ

うし、それなりの人物を、アドバイザーなりを中におっていただいて、協議会の運営の

在り方、組織の在り方をきちっとこの際にするべきだと思うんですけど、そういった意

見についてはどう思われますか。

○議長（中井 勝君） 岩垣企画課長。

○企画課長（岩垣 廣一君） ４月以降、こういった形でということで皆さんと相談した

上で、今現在このようにするという方向で考えております。従来、協議会という中で運

営をしていくと、お金の収入が発生してまいります。こういったものがよく分からない

協議会という中の運用に使われないかというような危惧があったかと思います。前回で

も、基本的に協力隊の活動でございますので、協力隊の経費のみという御説明は申し上

げておりますけれども、そこのところははっきりしないという点がございますので、御

指摘がございましたので、その点を大きく改善したと考えております。協力隊の今の、

今後のやり方の中にも記載をさせていただいておりますけれども、まず、もうけが一番

ということではございません。協力隊の活動を進めるということを一番として、地域の

活性化を努めるということの目的は変わりませんので、その目的にかなった運営をして

いきたいと考えております。以上でございます。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） この事業、非常にコロナの感染によって、人の流れ、それから

人の考え方も大きく変わろうとしております。こういった中で、まちづくりの今後の移

住定住に大きく貢献できる一つのきっかけづくりの要になると考えております。ぜひ、

議員が御指摘のこの協議会の在り方、ただ単なる一限定地域のことのみでなく、やはり

広範囲の方質の御意見を入れる必要があると考えております。それによって、町の移住

定住、いろんな面における活性化につながっていくと考えますので、議員の御意見を参

考にしながら、限定的な考え方でなしに、町全体の広がりを持つ一つのきっかけづくり

としてこの事業をぜひ推進してやっていきたい、そのように思っておりますので、議員

の御賛同をお願いしたいと思います。

○議長（中井 勝君） そのほか。
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３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 一つは、８ページの財産管理費の中での指定管理者の支

援金の積算の内訳、これはどういう形の内訳になっているのかを教えていただきたいと

いうのが一つ。

それと、もう一つ、今、中井議員から質問があった中で、説明いただいている中でい

くと、地域おこし協力隊、お二人が主体という形でという説明だったように私は傍聴し

てて受け取っておるわけですけども、そうしていくと、例えば飲食店の営業許可、この

うちのお一人がされるようなことになるのか、そうすると確定申告していくことになる

のか、また、隊員が替わったときに営業許可が変わってくる形になったり、その営業の

譲渡という格好になるのか、そういったことでいくと、やはり指摘されたような運営主

体というものは動かない形のもので、隊員が替わられても主体が替わらなければ実際の

運営が流れていくということになろうかと思うので、やはり事業を進めることについて

は、私は致し方ないとは思うんですけども、ただ、運営の在り方については、これは十

分に検討された中で、今町長が答弁されたように、全体の中で考えていけるような組織

としてやっていくということであれば当然あり得ると思います。ただ、今から、前回の

委員会で説明されたようなＮＰＯっていうのは間に合いません。４月１日に登記完了っ

ていうのは、ちょっとあまりにも短過ぎてできないと思うので、その辺りについても暫

定的にどうするか等を含めて、少なくともスタートするまでにはしっかりとしたものを

やっていきたいと思いますけれども、その辺りについてもお聞かせいただけますでしょ

うか。

○議長（中井 勝君） 岩垣企画課長。

○企画課長（岩垣 廣一君） 議員御指摘のように、ＮＰＯというような委員会での思い

も申し上げさせていただきました。ただ、期間的にやはり時間を要するということはご

ざいます。目的として、非営利的な会社というような考えをしておりますので、必ずし

もＮＰＯにこだわるものではございません。そういった中で検討を今しているところで

ございます。以上でございます。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） 指定管理者の支援の件でございます。その内訳につきまし

ては、委員会資料で要綱を作成させていただいております。指定管理者の中でも、指定

管理料で運営をしている団体に支援をということで、１０団体を予定しております。内

訳につきましては、予算計上の段階である程度、どの程度の収入の減額があったかとい

うことは把握いたしておりますけども、手続上はそれぞれの団体から申請をいただいて、

収入の減額分、それから支出の減額分、その辺りを基に支援金を交付していきたいとい

う考えでおります。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） ということは、大枠としては、全指定管理者等の収入の
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増減を含めて把握されてて、それで足りるであろう予算が計上されたという認識でよろ

しいでしょうか。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） はい、そのとおりでございます。

○議長（中井 勝君） そのほか。

６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） ２１ページの非常備消防費の８節の旅費ですが、コロナ

感染症防止のために式典とか夏季訓練等がなくなって出場機会が減ったために、このよ

うな減額になったと説明は受けておるんですけども、そういったコロナがない場合でも、

出動回数のトータル、実質的なですね、その辺りどういう変化になっているのか、年を

すってのそういった傾向でも分かれば、ちょっと教えていただきたいと思います。

それから、２２ページと２３ページの学校管理費の工事請負費のことですが、新型コ

ロナの感染症防止ということで、蛇口を手洗いセンサーにすると説明を受けているんで

すが、これ、全ての学校にある蛇口を手洗いセンサーに替えられるのか、その辺りをお

尋ねしたいと思います。

それから、２６ページの文化体育館費の１０節需用費、消耗品費です。説明書にはノ

ベルティーグたズなどと、夢ホール改築の記念のノベルティーグたズだと思うんですが、

具体的にはどういったものを考えられているか。また、それの個数といいますか、数量

はどれぐらいの数なのかをお尋ねします。以上、３点です。

○議長（中井 勝君） 小谷町民安全課長。

○町民安全課長（小谷 豊君） 今回、補正で減させていただきましたのは、今御質問

のとおりで、通常の団の夏季訓練等の見込まれる事業が中止になったことということで

ございます。

それの近年の傾向ということでございますけども、手元に今資料はないわけでござい

ますけども、それぞれ年ごとに決算をくくっております。一般質問でも御質問いただい

たとおり、団員については減少傾向にございますので、そういった関係式典の出席者、

あるいは夏季訓練等の出席等も減少傾向ではないかなということで、感覚的には思って

おります。以上です。

○議長（中井 勝君） 松岡こども教育課長。

○こども教育課長（松岡 清和君） 小・中の手洗いセンサーの関係について、お答えを

させていただきます。園の関係についても、このたび予算を計上しているところであり

ます。学校、園を含めて手洗いセンサー、手洗いの蛇口というのは約５００か所、今あ

ります。訪問調査をする中で御要望等をお伺いをして、要望の高い手洗い場であるとか

トイレ、ここを中心に、今回手洗いセンサーに交換していきたいというふうに考えてお

るところであります。これは、約５００か所のうち、そのうちの約４分の１の１２７か

所を交換するという計画をしているところでございます。以上です。
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○議長（中井 勝君） 谷渕生涯教育課長。

○生涯教育課長（谷渕 朝子君） 文化体育館費の消耗品費でございますが、具体的なも

のとしては、消耗品的なものを約 ０００個程度考えております。以上です。

○議長（中井 勝君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 非常備消防費のことですが、減少傾向であるということ

ですけど、やっぱり実態調査をやっていただいても、ほとんど家の何らかの事情で出動

がほぼ不可能だというような方の人数とかを各分団、各部、班でちょっと調べて、今後

の組織の在り方の検討資料とすべきであると思います。

それから、蛇口の件ですが、４分の１ということで、私、ひょっとして全部替えてし

まうんかなと思って、今回、こういった大雪で停電とかあったわけですけど、そういっ

た面においては、センサーは今度作動されなくなって水が出ないというようなことにな

りますので、やはり原始的なアナログ的な蛇口も当然あったほうがいいと思いますし、

そういった蛇口についても、前にちょっとほかの自治体の例を一定申し上げたんですけ

ど、指でひねるような蛇口ではなしに、肘で押したりとか手の甲で押したりするような、

そういった蛇口も検討していただいたら、やっぱり電気だけに頼るとこういった非常事

態のときに動かない。それから、故障したらなかなか直すのが時間がかかるということ

もありますので、その辺りも考えて設置していただけたらと思います。

それから、消耗品で ０００個ということですけど、まだ、そういう具体的に、何か、

私はこれ記念品というふうに受け取ったんですけど、ノベルティーグたズと書いてあっ

たんで、そういうものではないのでしょうか。

○議長（中井 勝君） 小谷町民安全課長。

○町民安全課長（小谷 豊君） 一般質問の折にも、出動手当の実績等で数字をつかん

でおるということで、御報告申し上げたとおりでございます。各分団におきましては、

高齢化も進んでいるというような中で、家族の高齢者の方を抱えてて、なかなかそうい

った行事だとか定例訓練に出にくいという方もいらっしゃいますけども、やはり有事の

際は出るからということで、団にとどまっていただいて地域の協力をいただいてる方も

いらっしゃいます。あとは土日勤務で町外勤務という方もいらっしゃるわけですけども、

やはり有事の際には駆けつけるという意思で団に残っていただいてる方もございますの

で、それぞれ団の、そういった団員の内容等を十分分団長と協議しながら運営をいたし

ておりますので、そういう傾向としては調査いたしますけども、あくまでそういう出動

がないから団の活動がされてないというような、そういう評価ではございませんので、

その辺りの御理解もいただきたいと思います。

○議長（中井 勝君） 松岡こども教育課長。

○こども教育課長（松岡 清和君） センサーの関係です。先ほど申し上げましたとおり、

当然、要望も踏まえて、用途も当然考えながら、センサーで止まるということでは使用

ができないということもありますので、例えば、そこに５か所あれば２か所を替える中
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で、現在計画をしているところであります。

それから、蛇口の一ンドルの関係についても、当然センサーに替えていくのか一ンド

ルにするのかという、そういった検討が出てきますので、今後そういったことにつきま

しては、引き続き考えてまいりたいと思っております。以上です。

○議長（中井 勝君） 谷渕生涯教育課長。

○生涯教育課長（谷渕 朝子君） 文化体育館費の消耗品費でございます。ノベルティー

グたズとしましては、ファイル、ボールペンなどを検討しております。

○議長（中井 勝君） そのほか。

２番、平澤剛太君。

○議員（２番 平澤 剛太君） まず、予算書８ページ、財産管理費の工事請負費の中で、

テレワーク推進に係る本庁舎の電話交換機の更新工事というのが上がってきてると思う

んですけども、それと関連して、９ページの委託料でもネたトワークの構築業務委託、

それから備品購入費でもタブレたトの購入という形になってますが、そもそもテレワー

ク、具体的にどういう形で実施するというイメージお持ちなんでしょうか。庁舎内の職

員のテレワークですよね。その辺りの実際のイメージ、構想をお聞かせいただきたい。

それから、９ページの電子計算機の関係の、税務課の関係でプゆンター購入、それか

ら１０ページの賦課徴収費で、コンビニ収納や電子決済という形を今後取り入れられる

ということですが、現在、どういう収納方法を事業者も含めて検討されているのか、ま

た具体的にはどのタイミングでスタートするのか、その辺りをお聞かせください。

あと１点、おんせん天国カフェの関係で、委員会資料も見させていただきましたし、

委員長の報告も聞かせていただいたんですけども、ちょっと再度、具体的に前回の内容

と今回の内容で変わった点を説明していただけますか。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） テレワークのイメージでございます。まず、一番最初に考

えておりますのは、分散勤務ということを考えております。庁舎内で仮に感染者が発生

したという場合の想定でございますが、やはり今の職場の中で、みんなが同じように継

続して働くということが困難な場合には、想定では多目のホールであるとか、そういっ

た場所にテーブル等を持っていって、そちらでタブレたトを使って、それぞれの自席の、

もともとあるデスクトたプのパソコンを遠隔で操作しながらゆモートワークをするとい

うイメージをいたしております。

○議長（中井 勝君） 長谷阪税務課長。

○税務課長（長谷阪仁志君） １０ページの業務委託、電子決済収納導入業務につきまし

ての今現在の状況なり、また、今後の動向でございますけども、まず、本年につきまし

ては、電子決済に対応できる、コンビニ収納に対応できるシステムの改修をやっていき

まして、来年度１年間、準備期間といたしまして、スタートは令和４年の税金からやっ

ていきたい。やる税目につきましては、今現在、住民個人税、軽自動車税、国保税、固
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定資産税、これらの税金につきましてコンビニ収納、そしてスマホによります電子決済

を行っていきたいと思います。コンビニ収納につきましては、納付書のバーコードを読

んでいただいてコンビニで払っていただく。また、電子決済につきましては、ホームペ

ージから、そこにバーコード、ＱＲコードを上げまして、それを読み込んでいただくこ

とによりましてスマホによる電子決済を行っていただくという段取りを、今回システム

を改修をして今後やっていきたいと考えております。以上です。

○議長（中井 勝君） 岩垣企画課長。

○企画課長（岩垣 廣一君） 天国カフェについての前回からの内容の変更点でございま

す。一番大きい点につきましては、見直しの中にございますように、地域の団体から入

っていただいてる方を、外での協力ということで協議会そのものからは外れていただく

ということになります。こういった形の中で、実際に事業を行った上の収益は、そちら

の団体等とは関わりがないという形を取るというところでございます。

また、９月の時点のいろんな説明の中で、売上げがたくさんになりましたら基金等と

いう考えも上げておりましたけれども、今回の資料にもつけさせていただいております

ように、ある程度、開店の資金以外は基金を積み立てるのではなくて、実際の経費を落

としていくということで考えておりますので、目的につきましては、地域振興であった

り協力隊の活動は変わりませんけれども、お金を積み立てるのではなくて、そちらの活

動のみに使って、それ以上のものができれば、当然、町からのお金自体を落としていく

という考えでございます。以上でございます。

○議長（中井 勝君） ２番、平澤剛太君。

○議員（２番 平澤 剛太君） まず、テレワークの形なんですが、大体説明でイメージ、

分かりました。要は、自宅での在宅勤務という形ではなくって、庁舎関連施設を使いな

がらスペースを広く使って執務をされるっていうことですね。そうでないと、やはり個

人情報の関係など役所の業務では多質ありますので、その部分のセキュゆティーであっ

たり要領などの整備っていうのが必要なんじゃないかなと思っていたものですから、庁

舎内っていうことでしたら、了解しました。

それから、電子決済に関しては、ぜひ、このコロナの中で対面する機会を少なくする

っていう部分では進めていただきたい。早い段階で、できれば進めていただきたいなと

思います。来年度が恐らく準備期間ということになると思いますけれども、できるだけ、

ふるさと納税でもそうでしたが、扱えるサービスの種のを増やす方向で、事業者を増や

す方向でやっていただかなければ、限られた事業者相手だけになってきますとやはり利

便性が上がりませんので、その点を注意していただきたいと思います。

それから、天国カフェの関係なんですが、今言われた内容っていうのは、確かにその

とおり、委員会資料の中にも書いてありました。じゃあ具体的に、今回、３か月たって

出てきた中で変更しようと思っている内容は分かるんですけども、今おっしゃられた中

で既に変更された部分っていうのがあるのでしょうか。例えば、今回、補助金を交付す
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るんですけれども、その対象は前回と同じ、天国カフェの運営協議会になると思うんで

すが、中身はもう変わられてるんでしょうかね。地域の団体の方を外すという形になれ

ば、手続上、もうできると思うんです。その辺りがもう既に変わっているんであれば、

ああ、じゃあこういう方向で動くのかなっていうのが分かるんですけれども、その辺り

は、変更はもう既にされているのか、それとも今後変える予定なのか。

それから、建物なんか、スペースの賃貸契約に関しても、運営協議会で代表者の名前

で契約されておられたと思います。改めてこういう形で変えるっていうふうに出された

以上は、もう既にそういう部分の変更などもされているのかどうか。その辺りを確認さ

せてください。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） 今後のことですので、誤解があったらいけませんので補足

をさせていただきたいと思います。テレワークの考え方でございますが、まずは、第一

に情報のことがございますので分散勤務、ただ、そうはいいましても、在宅勤務という

ことも将来的には視野に入れとかなければならないかなと思っています。それの考え方

につきましては、在宅勤務を奨励するということではなくて、コロナの関係で、陰性で

あるけども例えば２週間在宅を余儀なくされた、しかし仕事ができない、そういう状況

については国からも通達が来ておりまして、濃厚接触等により感染のおそれがある職員

が勤務を継続できるように在宅勤務、テレワークを活用することというような通知も来

ております。実際にするためには、在宅勤務の要領をしっかり整備して向かう必要があ

ると思いますけども、在宅勤務が将来的にゼロであるということではなくて、やっぱり

そういうことも視野に入れる中で、まずは分散勤務という考え方でおります。

○議長（中井 勝君） 長谷阪税務課長。

○税務課長（長谷阪仁志君） コンビニ収納、電子決済によります収納でございますけど

も、コンビニ決済につきましては、コンビニからということは変わりませんけども、電

子決済によりますスマホによる収納につきましては、幅広い範囲での支払いができるよ

う広げていきたいと、努力していきたいと思います。以上です。

○議長（中井 勝君） 岩垣企画課長。

○企画課長（岩垣 廣一君） 今現在、変更されているかという御質問でございます。今

現在は変更しておりません。

内容でございますけれども、今現在、この春からでございますけれども、研修等を目

的に活用をさせていただいております。一番問題になりますのは、実際にそういう営業

をして収入が出てくるというところの議論だと考えておりますので、それに向けては来

年度ということで考えておりますし、途中での今現在の代表者の変更、あるいは継続し

て町としても収支を行っています団体でございますので、年度替わりをもって変更させ

ていただきたいと考えております。ただ、９月から、御指摘を受けまして、中の経理は

あくまで協力隊の活動にということと、その運営に向けたというものは別にするという
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やり方は今も進めておりますので、その延長で４月からきっちりとしていくという考え

でございます。以上でございます。

○議長（中井 勝君） ２番、平澤剛太君。

○議員（２番 平澤 剛太君） 先ほど総務課長から、在宅勤務もあり得るよという形で

おっしゃいました。国や県は、直接住民に関わる機会が少ないものですから、個人情報

の取扱いという部分のウエートがすごく少ないと思うんです。その中で、我質基礎自治

体である町っていうのは、住民の個人情報を業務の中でべったり触る、そういった仕事

を、恐らく職員、されとられると思います。ですので、在宅勤務に関してはもう少し慎

重に、やればいいっていうわけではないですし、できないと困る部分ではあるんですけ

ども、取扱いの要領であったり、それから、どういう業種の職員ならばそれが可能なの

かというフローをきちっと整えてやっておかないと、いざというときに対応できなくな

ると思いますので、その点、整備が必要だということを申し上げておきます。

それから、カフェの関係なんですが、委員会資料などを見ますと、おおむね町が場所

を整えて、地域おこし協力隊を事業者としてチャレンジショたプのような形で進めるの

かなと読めたんですけれども、ただ、３か月あるうちに、内容というか計画の方向性だ

けが変更されて何も変わってない状況で再度同じ補助金の予算を上げられるというのは、

動いてればいいんですけども、結局、委員会資料の中で、文書であったり口頭であった

りで説明された内容以外に変更点がないというのは、今後どういう形で進められるのか

なというとこに非常に疑問が残るというところだけを申し上げておきます。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） 議員御指摘のとおり、在宅勤務については慎重に取り扱う

必要があると思っております。現在、在宅勤務実施要領の素案は検討いたしております

が、その中でも実施できる業務については限定的なものにするように考えております。

知識の習得のための法令の勉強であるとか、そういった個人情報を取り扱わないような

ものに限定して業務をしていただくという考え方で現在はおります。

○議長（中井 勝君） 岩垣企画課長。

○企画課長（岩垣 廣一君） 議員御指摘の動いていないということでございます。組織

をつくって、こういう協議会の中を中心にということで春から行っております。途中、

御指摘を受けて、若干の組織の内部の変更をということで１０月の委員会ではお示しを

させていただいたところでございます。しかしながら、根本的な考えの変更には至って

いないという御指摘も受けまして、今回の変更となっております。確かに年度替わりと

いうことではございますけれども、こういった組織の皆さんの合意を得ておりますので、

そういった形の合意を得たという文書については、早急に覚書なりを確認をしたいと考

えております。以上でございます。

○議長（中井 勝君） そのほか。

１５番、小林俊之君。
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○議員（15番 小林 俊之君） ９ページをお願いします。電子計算費で今質疑がありま

したところですけれども、業務委託料、テレワーク環境業務、これ、もう少し分かりや

すくもう一度説明をお願いをいたします。

次に、備品購入費、概要を見てももう少し分かりにくいですので、内容、台数とかが

説明できたらお願いをいたします。

それと、今の質疑の中で、自宅に持って帰る云質とかいう話が少しありましたね。そ

ういうことは今のところはないということですけれども、コロナ対策も含めているとい

うことであれば、いかに救急の場合が起こる可能性が十分にあると。要領はまだ概要し

かできてないということですので、こういう機器を求めるときには、あわせて要綱、要

領を用意してからすべきではなかろうかと思うですけれども、いかがですか。

それと、その少し上の企画費の中のワークスペース整備事業、おんせん天国室、これ、

いろいろ前回の議会のときからも続いておりますし、なかなか理解がしにくい部分がご

ざいます。私なりに頭を整理してみますと、民間の施設を２りて家賃を払い、そこを改

修する改修費もこちらが見る、従業員の給料もこちらが見る。これはどういうことなの

かなということを考えてみると、うがった見方をすれば、物事を突き詰めて見れば、カ

フェを行政が運営するということじゃなかろうかと、そこに行くんじゃないかと思いま

す。行政のすべき域を越えているように思うんですけれども、この点についていかがで

しょうか。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） まず、委託料につきましては、テレワークをするために兵

庫県のほうがテレワーク兵庫というシステムをつくり上げております。そのテレワーク

兵庫に接続するための業務の委託でございます。

それから、備品につきましては、電話交換機、それから電話機の更新が一式でござい

ます。デジタル多機能の電話につきましては１５２台を予定しております。それから、

一般電話機、本庁の例えば図書室であるとか応接であるとか、要はビジネスフォンの形

態でないものにつきましては２７台、それから、スマートフォンを３０台予定いたして

おります。

それから、在宅勤務につきましては要領の素案はできておりまして、一度法制審査会

でも審査をいただき、それから、組合との関係もございますので、組合との協議もいた

しているという状況で、まだ完全に制定できているという状態ではございませんが、そ

の辺りまで協議が進んでいるという状況でございます。

○議長（中井 勝君） ついでに、在宅勤務の関係で、要綱、要領を整備してからって

いって。

○総務課長（井上 弘君） 今申し上げましたのは、在宅勤務の関係の実施要領の件で

ございます。一度法制審査会にもかけて内容を少し見ていただいているのと、当然職員

が在宅でするということなので、組合にも協議をして、組合からも一定、こういったと
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ころの改善が必要ではないかという協議はできておりますが、最終、要領の制定という

ところまでには至っておりませんが、進捗としてはそういうところまで進捗していると

いう状況でございます。

○議長（中井 勝君） 岩垣企画課長。

○企画課長（岩垣 廣一君） 議員御指摘の民間施設に対して公金を投じて改修を行う、

また、それを協力隊のみが行って、役場が直接カフェを行政が運営するというような形

は過ぎるのではないかという御指摘でございます。民間施設ということで一番の話の元

は、空き家、空き店舗、空き店舗を協力隊の活動で何とかそういった活用ができないか

というところから始まっておりますので、協力隊による空き店舗活用でございます。た

だ、それをよそから来た協力隊に委ねるというのはとても厳しいということがございま

して、あくまで地元の支援をいただきたい、ここの中から生まれたのが今現在の協議会

でございます。若干のメンバー構成は変えさせていただいておりますけれども、あくま

で地元支援をいただきながら協力隊をサポートするというのが事業の根幹でございます。

こういった中でワーケーションの事業が生まれまして、特に県の事業推進でございま

すけれども、こういった専門家の方たちが来る中で、何か所か拠点的なものを設けるべ

きではないかという助言をいただきました。見ていただいた中でそういった方が御指摘、

御意見としていただいたのが、これから計画しております天国カフェ、それから、ログ

一ウスカナダでございました。こういったところをまず初めにこのコロナの事業でとい

うことの提案が、今のワーケーションでございます。議員御指摘のように、今の見直し

の中でどうしても協力隊のみの運営になりますので、役場の関わりというのは強くなっ

てくると考えております。ただ、来年から協力隊自身も個人事業主という立場で卒業に

向けた取組も併せてやらせていただくという考えでございますので、そこの点を十分に

活用させていただきながら運営をさせていただきたいと考えておりますので、よろしく

お願いしたいと思います。以上でございます。

○議長（中井 勝君） １５番、小林俊之君。

○議員（15番 小林 俊之君） まず、総務課長に、もう少し委員会資料なりにその内容

を詳しく今後は出していただくようにお願いをしたいと思います。

要領につきましてはまだ今向かっているということですけれども、予算を組むときに

同時にそれも併せてすると、出していくというのが一般的な考えだと思うので、今後そ

の部分を気をつけてほしいと思います。

それと、企画課長、いろいろ苦労されて説明をされているんですけれども、どこに誰

が責任を持って運営していくのか。役場ではないよ、協力隊だよ、地域のグループでは

ないよ。協力隊はそこまで責任を負わせるのか。給料、報酬は役場が出すよ、役場では

今関わっていないかあるか分からないような。結局、先ほども言いましたけれども、役

場がするということでしょう。だから、前段から変わってきているけれども、前段のほ

うをどっかに委託をして運営してもらうというほうが私はいいような気がするんですけ
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れども、今の段階だったら役場がすると、うがった見方をすれば役場がする。うがった

見方って、変な見方という意味じゃないですよ。突き詰めていけばそこだということを

言ってるんです。だから、もう少しここは熟慮すべきじゃなかろうかと思いますが、い

かがですか。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） 議員に御指摘いただきました細かい数字、それから、予算

と要領をセたトにということにつきましては、今後気をつけてまいりたいと思います。

○議長（中井 勝君） 岩垣企画課長。

○企画課長（岩垣 廣一君） 責任ということで、従来の形でありますと協議会が一番最

後の責任を負うということになります。協議会自身に協力隊のみということになります

と、どうしても協力隊がその責任をということになりますので、冒頭言っておりますよ

うに、非営利の会社組織にしたいというところはそういう考えの中にもあります。ただ、

議員御指摘のように、役場が関わる上での責任があるんじゃないかというところでござ

いますけれども、その点につきましては確かに協力隊自身が、役場が国の制度として行

っていることでございますので、相当の責任を負うということも否めません。そういっ

た中でも協力隊の活動というものを重視してそのままこの活動でやっていきたいという

のが今の考えでございますので、御理解いただきたいと考えております。以上でござい

ます。

○議長（中井 勝君） １４番、谷口功君。

○議員（14番 谷口 功君） 総括的に２つ最初に聞きたいと思います。１つは、今議

論がありましたように、今年度は年度当初からコロナ禍ということで補正予算も財源が

大きく国から提起をされて、非常に予算一つ一つの積み上げが不十分なまま大づかみな

予算の提案ということになってはいないかということについて、どういうふうに考えて

おられるのか、基本的な考え方を示していただきたい。

もう一つは、そのコロナ禍の下で経済対策中心になって、本当に住民一人一人が基本

的な最低限度の生活ができているのか、その確認さえもできていないのではないか。そ

して、この１２月というのは正月を控えて全ての住民が笑顔で正月が迎えられるような、

そういう施策が通年必要なわけですが、特にこのコロナ禍の下でそういう対策が迫られ

ているのに、何ら見るべきものがないと、経済対策一辺倒といってもいいような補正予

算案になっているのではないかと、その点についてどう考えているのか、基本的な考え

方を示していただきたい。

具体的には、例えば民生費、この民生費の中で社会福祉について一般質問でもいたし

ましたけれど、生活保護世帯の皆さんがどういう生活実態にあるか、今年は早くから長

期予報で大雪になるんだということが予測をされて警告はされておりました。結果とし

て本当にこの間、大雪で停電が５日間も続くというような実態になっているわけですね。

こういう下で、本当に例えばそういう生活弱者世帯に対してす料代、灯油代を配給、現
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物支給するとかというような、そういう年越し予算としての補正予算を全く検討されて

いないと思うんですが、その辺り、所管課はどうでしょうか。同じように、教育委員会

でも、例えば独り親世帯、こういう世帯がコロナ禍の下でどういう生活実態にあるのか、

きちんと把握されているでしょうか。そして、この年越しに向けて必要な手だてという

のが求められていないのか、就学援助制度だけではなくて特別の手だてが要るのではな

いかと。この点はどのように考えておられるでしょうか。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） 予算の積み上げが十分ではない、それから、経済対策が中

心になっているという御指摘をいただきました。まず、予算の積み上げにつきましては、

コロナ対策、早急にやっていかなければならないということの中で、住民のニーズをい

かに把握していくかということが最も大切だったと、今省みますとそういうふうに思い

ます。そうした中で、手探りの状態ではありますけども、予算の編成の考え方としまし

ては、やはりコロナ対策、当初はやっぱり感染防止、これが第一、その次に住民の生活

対策、そして経済対策、それから新たな生活様式、こういった、大きな流れはこういう

流れだと認識いたしております。予算の積み上げにつきましては、それぞれ所管課が十

分過去のゆサーチができてない部分があったかと思いますけども、それぞれに積み上げ

てきたものを予算化させていただいていると認識いたしております。

また、年越しについて住民対応の施策が必要ではないかという御指摘につきましては、

今回の補正でその辺りが薄い状態にあるということは認識いたしております。ただ、今

後も引き続き国のほうが⒈５兆をの３次補正をいたしております。それにつきまして、

どういう配分になるのかは今分かってはいませんけども、それぞれ各自治体でまた補正

予算等の機会が出てくると思いますので、そういったときにまた考えさせていただきた

いと思います。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） 生活保護世帯へのどういう実態にあるのかということ

の中で、一般質問の中でも社協のほうが緊急小口貸付けや総合貸付け等をやってるとい

うことを説明させていただきました。問合せにつきましては適切に町としましても対応

させていただいておりますし、困った方がどういう相談体制なり相談窓口があるかとい

うことを模索する中で対応してるという状況であります。具体的には、生活保護の人た

ちがどういう実態にあるかということについては、特にこのコロナに関して影響を受け

たというお話はちょっと聞いてはいません。逆に仕事をされてて仕事が減ったとかいう

方のほうが困ってるという実態の中で、貸付けなんかの御案内をさせていただいてる状

況であります。以上です。

○議長（中井 勝君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 独り親世帯のことについてですけれども、就学援助等ではし

ておりますが、特別の手当てが要るのではないかという御意見なんですけれども、今現
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在、具体的にどういう状態にあるかということは実際今つかめていない状況があります

ので、今後実態をつかむ中で考えていかなければならないことではあると思っておりま

す。

○議長（中井 勝君） １４番、谷口功君。

○議員（14番 谷口 功君） ぜひ、憲法２５条の最低限度の生活保障というのは義務

づけられているんだということを一般質問でも申し上げました。義務づけられていると

いうことは、その具体化として現状をどう把握するのかというところから始まると思う

んですね。私、生活保護世帯だけを指摘したかったわけじゃないんですよね。生活弱者

ということを申し上げました。当然、独り親世帯であったりあるいは高齢世帯であった

り、独り暮らし世帯であったりと。例えば独り親世帯であれば、このコロナ禍の下で本

当にきちんと就業できているかどうか、あるいは一斉休校で子供たちを置いて出勤でき

ないということがあったのではないかと、全国的にはたくさんそういう事例あるわけで

すね。仕事を休まなければならないという事例もあると。ですから、本当に直接的な影

響がないように見えて、いろんなところでコロナの影響っていうのは弱者の生活を圧迫

してきていると。そのことをどうして把握するのかと。町長は、議員がしっかり聞いて

回れなんていうことをおっしゃいましたけど、それも個人情報の問題もあり、限界があ

るわけですね。行政として義務づけられた職務を全うしてもらいたいと。把握もできな

いなんていうことであれば、行政が機能していないとイコールではないでしょうか。だ

から、やっぱりしっかりと現状、町民の生活実態がどうなっているのかということを、

本当に担当課だけで間に合わないというなら、フル動員してでも現状を把握すると、そ

して最低限度の生活が保障されるという町をぜひつくってもらいたいと、こういう災害

が襲っているときだからこそ、そういうことをきちんと抜かりなくやるということが求

められていると思いますが、どうですか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 議員のおっしゃるとおりだと、私も全くそのとおりだと思って

おります。現状把握に努めたいと思いますし、行政の役割は、やはり光が当たってない

ところ、そういったところにきっちりと光を当てていくというのが大きな役割だと思っ

ておりますので、改めて議員の御指摘を踏まえた上で対応を考えてまいります。

○議長（中井 勝君） １４番、谷口功君。

○議員（14番 谷口 功君） ぜひ、町長、そういう答弁をされるなら、具体的に誰が

どう動くのかというところまで責任を持って指示を出していただきたいと思います。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） そういう対応をさせていただきます。

○議長（中井 勝君） そのほか。

昼前になるんですけども、まだ、あと何人いらっしゃいますかね。今、阪本議員だけ

ですけど、そのほかはありませんか。
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じゃあ、９番、阪本晴良君。

○議員（９番 阪本 晴良君） まず初めに、１３ページの児童福祉総務費で工事請負費

と備品購入費が計上されておりまして、説明の中で保育園３園の関係の手洗いだとか体

温計だとか空気清浄機という説明だったように思いますけれども、もう１園、私立の園

はどういう状況であるのか、そこの部分はどういう対応をされておられるのかお伺いし

たいと思います。

それと、２２ページ、２３ページ、小学校費、中学校費の中で、テレビを購入すると

いうことで計上されておりますけれども、このテレビの使い方っていうんですか、活用

方法はどういう活用をされるのか。これまでタブレたトをそれぞれ個人ごとぐらいにそ

れこそ既に購入されとると思うんですけれども。それと、このテレビは設置するという

こと、どの程度の教室に、普通教室なのか、特別教室も何ぼか必要な台数があってやっ

ておられるのか、その辺のところをお伺いしたいと思います。

○議長（中井 勝君） 松岡こども教育課長。

○こども教育課長（松岡 清和君） まず初めに、こども園の関係ですけども、私立の関

係ですけども、これまでから絶えず補助をしながら支援をしてきているという状況があ

ります。このたび、そういった要望を確認する中で、私立園からの要望がなかったもの

ですから、継続した対応で賄えてるという判断をする中で、公立３園についての予算を

計上させていただいたところであります。

それから、テレビにつきましては、新型コロナウイルス感染症に配慮した三密に配慮

した分散学習等を進めていく必要があるということの中で、特別教室であるとか多目的

スペース、こういったあたりにテレビを設置してそういった学習を進めていきたいと考

えておるところであります。タブレたトの関係もありますけれども、そういったものと

並行しながら、今後具体的な活用については考えていく必要があるものと考えておりま

す。以上です。

○議長（中井 勝君） ９番、阪本晴良君。

○議員（９番 阪本 晴良君） 園からの要望がなかったということでありますけれども、

通っとる園児はやっぱり同じような住民だと思いますので、病気に対する対応だという

ふうに、コロナに対する対応だと思いますので、それぞれやっぱりその部分は、能力を

どうのこうのという場合だったら別かも分かりませんけれども、病気に対応するための

設備でありますので、均等に取り扱ってやっていくべきではないかなと思います。

それと、テレビということになると受信料が要ると思うんですけれども、ここには受

信料が計上されておりませんけれども、その辺はどういう対応をされるのか、お伺いい

たします。

○議長（中井 勝君） 松岡こども教育課長。

○こども教育課長（松岡 清和君） 園の関係につきましては、引き続き、絶えず校園長

会等もそうですし、担当者の関係でも協議をしながら進めてきているところであります
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ので、今言った御意見を踏まえて今後も継続した対応を行ってまいりたいと考えており

ます。

テレビの受信料につきましては、設置を年度内にという予定をしておりますので、令

和３年度予算で計上させていただきたいと考えてるところであります。

○議長（中井 勝君） いいですか。

そのほか。ないですね。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） それでは、質疑を終結します。（「議長」と呼ぶ者あり）

１番、池田宜広君。

○議員（１番 池田 宜広君） 本件に対して修正動議を提出いたします。

○議長（中井 勝君） 暫時休憩します。

午前１１時５３分休憩

午後 １時００分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

本案に対し、池田宜広君ほか２名から、お手元に配付しました修正の動議が提出され

ています。したがって、これを本案と併せて議題とし、提出者の説明を求めます。

１番、池田宜広君。

○議員（１番 池田 宜広君） 失礼をいたします。議案第１０７号、令和２年度新温泉

町一般会計補正予算（第８号）に対する修正動議。

上記の動議を地方自治法第１１５条の３及び新温泉町議会会議規則第１７条第２項の

規定により、別紙の修正案を添えて提出をいたします。

議案第１０７号、令和２年度新温泉町一般会計補正予算（第８号）に対する修正案。

議案第１０７号、令和２年度新温泉町一般会計補正予算（第８号）の一部を次のように

修正をする。第１条中「６ ２０７枚を」を「５ ７０７枚を」に、「１ ３８ ２８   

５枚を」を「１ ３８ ７８５枚を」に改める。 

第１表、歳入歳出予算補正の一部を次のように改める。繰入金 ２１５万 ０００を 

を６６５万 ０００をに、６億 ４９１万をを６億 ９４１万をに、合計 ３２０万    

０００をを ７７０万 ０００をに、１３３億 ６２８万 ０００をを１３３億 ０７    

８万 ０００をに、歳出、補正額を ２９０万 ０００をを ７４０万 ０００をに、    

計３３億６０万 ０００をを３２億 ５１０万 ０００をに、総務管理費 ８０９万    

０００をを ２５９万 ０００をに、３１億４２７万 ０００をを３０億 ８７７万    

０００をに、合計 ３２０万 ０００をを ７７０万 ０００をに、１３３億 ６２８    

万 ０００をを１３３億 ０７８万 ０００をに。詳細につきましては、後の資料を御  

清覧いただきますようお願いを申し上げます。

理由といたしましては、空き店舗の解消及びカフェ運営等に異を唱えるものではござ

－４４－



いません。前回の提案内容から若干の整理は見られるものの、会計年度任用職員という

公務員である身分を変更すべきであると考えております。先ほども数多く議論がありま

した。多くは申しませんけれども、以上の内容を再度検討すべきと思い、修正動議を提

出をいたします。以上でございます。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから修正案に対する質疑を行います。提出者に対する質疑がありましたらお願い

します。よろしいですか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） 質疑はないようです。それでは質疑を終結します。

池田議員、御苦労さまでした。

暫時休憩します。

午後１時０５分休憩

午後１時０６分再開

○議長（中井 勝君） 再開いたします。

それでは、これから討論に入ります。討論はありませんか。

原案に対する討論ですよね、は最初です。

まず、原案に対する賛成者の発言はないですか。

〔賛成討論なし〕

○議長（中井 勝君） じゃあ、次に、原案に対する反対者の発言を許可します。ない

ですね。

〔反対討論なし〕

○議長（中井 勝君） じゃあ、次に、修正案に対する賛成者の発言を許可します。

１４番、谷口功君。

○議員（14番 谷口 功君） 失礼いたします。修正案に対して賛成討論を行います。

当該予算は、地方自治法第２１０条、総計予算主義の原則に反しているのではないで

しょうか。当初予算では予算の頭出しだけをして、地域おこし協力隊員の活動支援を委

託料として提出をしていました。それが９月議会では天国カフェワークスペース整備と

して５５０万をの補正予算が提案をされております。その理由として、湯村の町並みを

検討する会の取組の中からコミュニティーカフェが必要だという声があり、湯村温泉街

の空き店舗解消のためにも地域おこし協力隊制度の活用をして実施すべきだとしていま

した。１０月の委員会では、対象物件は採算が合わず閉店されていたもので、地域や商

店街で営業を担える状況の店舗ではないとされておりました。さらに、湯区資金の天国

カフェへの流出を防ぐため、協議会会計に湯区会計を充て監督するとされておりました。

この１２月議会の委員会では、運営協議会から湯区、湯村温泉商店街振興会、湯村温泉

観光協議会推薦のメンバーを除外し、協力隊員だけで運営する組織とするとしています。
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地域おこし協力隊員の身分を来年４月から公務員たる会計年度任用職員から個人事業主

として、町が直接事業委託するよう変更するとしています。

このように、事業の進め方が二転三転し、いまだに方針が確定されておりません。ど

うしてこの状態で予算案として議会提案が許されるのでしょうか。法第２１１条、第９

６条に照らして、これを認めれば議会の存在が問われることになります。商売をしてい

る方や現に喫茶店を営んでいる方も、こんなやり方はおかしいと声を上げています。何

よりも協力隊員のためにもよくないと併せて声を上げられております。

このような状況の下でこの予算を通してはならない、修正すべきだということを申し

上げて賛成討論といたします。

○議長（中井 勝君） ほか、討論はありませんか。

〔討論なし〕

○議長（中井 勝君） それでは、これで討論を終わります。

暫時休憩します。

午後１時１０分休憩

午後１時１１分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

これから採決に入ります。

まず、本案に対する池田宜広君ほか２名から提出された修正案について採決をいたし

ます。

この採決は、起立により行います。

本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（中井 勝君） 起立少数。７名であります。よって、修正案は否決されました。

次に、原案について採決を行います。

この採決は、起立により行います。

原案に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（中井 勝君） 起立多数。８名であります。よって、本案は、原案のとおり可

決されました。

暫時休憩します。

午後１時１２分休憩

午後１時１３分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

ただいま休憩中に御協議いただきましたとおり、議案第１０８号から議案第１１６号
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までの令和２年度特別会計及び公営企業会計９会計の補正予算につきましては、一括上

程し、質疑、討論、採決は会計ごとに行います。

・ ・

日程第９ 議案第１０８号 から 日程第１７ 議案第１１６号

○議長（中井 勝君） 日程第９、議案第１０８号、令和２年度新温泉町国民健康保険

事業特別会計補正予算（第４号）について、日程第１０、議案第１０９号、令和２年度

新温泉町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について、日程第１１、議案第１

１０号、令和２年度新温泉町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）について、日程

第１２、議案第１１１号、令和２年度新温泉町浜坂地区残土処分場事業特別会計補正予

算（第３号）について、日程第１３、議案第１１２号、令和２年度新温泉町温泉地区残

土処分場事業特別会計補正予算（第３号）について、日程第１４、議案第１１３号、令

和２年度新温泉町浜坂温泉配湯事業会計補正予算（第２号）について、日程第１５、議

案第１１４号、令和２年度新温泉町水道事業会計補正予算（第４号）について、日程第

１６、議案第１１５号、令和２年度新温泉町下水道事業会計補正予算（第２号）につい

て、日程第１７、議案第１１６号、令和２年度新温泉町公立浜坂病院事業会計補正予算

（第３号）についてを一括議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 議案第１０８号、令和２年度新温泉町国民健康保険事業特別会

計補正予算（第４号）についてから、議案第１１６号、令和２年度新温泉町公立浜坂病

院事業会計補正予算（第３号）についてまでにつきましては、それぞれ補正を行う必要

が生じましたので、御提案を申し上げるものであります。

内容につきましては、休憩中に担当課長が御説明を申し上げたとおりであります。よ

ろしくお願いをいたします。

○議長（中井 勝君） 内容説明につきましては、休憩中に担当課長から受けておりま

すので、これから質疑に入ります。

議案第１０８号、令和２年度新温泉町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）

について、これから質疑に入ります。質疑お願いします。ありませんか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） お諮りします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思

いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され
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ました。

議案第１０９号、令和２年度新温泉町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）に

ついて、これから質疑に入ります。質疑お願いします。いいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） お諮りします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思

いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

議案第１１０号、令和２年度新温泉町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）につ

いて、これから質疑に入ります。質疑をお願いします。

１４番、谷口功君。

○議員（14番 谷口 功君） 次期介護計画が検討されていると思うんですが、どうい

う状況になっているでしょうか。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） 介護保険計画の策定委員会ということで、今、２回終

わって第３回目を、１２月２５日だったと思いますけども、開催する予定です。その段

階で、今現在では素案ということで取りまとめを行ってる状況であります。

○議長（中井 勝君） １４番、谷口功君。

○議員（14番 谷口 功君） 現段階では、まだ見通しが報告していただけるような状

況ではないということでしょうか。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） まだ具体的には数字出てませんので、１月以降には出

せると考えております。

○議長（中井 勝君） そのほか。ないですね。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したい

と思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され
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ました。

議案第１１１号、令和２年度新温泉町浜坂地区残土処分場事業特別会計補正予算（第

３号）について、これから質疑に入ります。質疑お願いします。ありませんか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したい

と思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

議案第１１２号、令和２年度新温泉町温泉地区残土処分場事業特別会計補正予算（第

３号）について、これから質疑に入ります。質疑ありませんか。ないようですね。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したい

と思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

議案第１１３号、令和２年度新温泉町浜坂温泉配湯事業会計補正予算（第２号）につ

いて、これから質疑に入ります。質疑お願いします。いいですね。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） お諮りします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思

いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決をいたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

議案第１１４号、令和２年度新温泉町水道事業会計補正予算（第４号）について、こ

れから質疑に入ります。質疑ありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したい

と思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

議案第１１５号、令和２年度新温泉町下水道事業会計補正予算（第２号）について、

これから質疑に入ります。質疑お願いします。ないようですね。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したい

と思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

議案第１１６号、令和２年度新温泉町公立浜坂病院事業会計補正予算（第３号）につ

いて、これから質疑に入ります。ありませんか。ないようです。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略し採決したいと

思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決します。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第１８ 諮問第２号

○議長（中井 勝君） 日程第１８、諮問第２号、人権擁護委員の推薦につき意見を求

めることについてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

－５０－



西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、現委員、山本綠委員が令和３年３月３１

日をもって任期満了となるため、後任の推薦について意見を求めるものであります。

後任につきましては、引き続き山本氏をお願いいたしたく御提案申し上げるところで

あります。山本綠氏は、住所は新温泉町新市５０７番地、昭和２１年５月３日生まれで

７４歳、過去４期、委員を務めていただいております。このたびも委員として適任と考

え、御提案申し上げるものであります。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑に入ります。質疑はありませんか。ないですね。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） それでは、お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して

採決したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、これから採決に入ります。

この採決は、無記名投票で行います。議場の出入口を閉鎖してください。

〔議場閉鎖〕

○議長（中井 勝君） ただいまの出席議員は、議長を除く１５名です。

次に、立会人を指名します。会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に５番、

浜田直子君及び６番、森田善幸君を指名します。

投票用紙を配付します。

〔投票用紙配付〕

○議長（中井 勝君） 念のために申し上げます。本案に賛成の諸君は賛成と、反対の

諸君は反対と記載願います。

なお、投票において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規

則第８３条の規定により、反対とみなします。

投票用紙の配付漏れはありませんか。

配付漏れなしと認めます。

投票箱を点検します。

〔投票箱点検〕

○議長（中井 勝君） 異状なしと認めます。

ただいまから投票を行います。

事務局長が議席番号と名前を呼び上げますので、順番に投票願います。

○事務局長（仲村 祐子君） それでは、申し上げます。

〔事務局長点呼、議員投票〕

１番 池田 宜広君 ２番 平澤 剛太君 ３番 河越 忠志君
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４番 重本 静男君 ５番 浜田 直子君 ６番 森田 善幸君

７番 太田 昭宏君 ８番 竹内敬一郎君 ９番 阪本 晴良君

10番 岩本 修作君 11番 中村 茂君 12番 宮本 泰男君

13番 中井 次郎君 14番 谷口 功君 15番 小林 俊之君

○議長（中井 勝君） 投票漏れはありませんか。

投票漏れなしと認めます。投票を終わります。

開票を行います。浜田直子君、森田善幸君の開票の立会いをお願いします。

〔開 票〕

○議長（中井 勝君） 投票の結果を報告します。

投票総数１５票、賛成１３票、反対２票です。

以上のとおり、賛成多数、１３名であります。よって、本案は、原案のとおり同意す

ることに決定しました。

議場の出入口を開きます。

〔議場開鎖〕

・ ・

日程第１９ 意見書案第５号

○議長（中井 勝君） 日程第１９、意見書案第５号、激甚化する自然災害への対応と

地域の安全・安心を確保するための社会資本整備の更なる推進を求める意見書の提出に

ついてを議題といたします。

本案に対する提出者の趣旨説明を求めます。

３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 失礼いたします。意見書案第５号、激甚化する自然災害

への対応と地域の安全・安心を確保するための社会資本整備の更なる推進を求める意見

書の提出について。別紙、激甚化する自然災害への対応と地域の安全・安心を確保する

ための社会資本整備の更なる推進を求める意見書を、新温泉町議会会議規則第１４条第

１項及び第２項の規定により、中井次郎、平澤剛太各議員の賛成を得て提出いたします。

激甚化する自然災害への対応と地域の安全・安心を確保するための社会資本の整備の

更なる推進を求める意見書案。

本年７月豪雨では、九州地方など広範囲にわたる地域において河川の氾濫や土ゆ流が

多発し、各地で多くの人命、財産が失われるとともに、社会経済活動に大きな支障が生

じました。近年、激甚化、頻発化する豪雨災害並びに近く発生が懸念される南海トラフ

地震への対応など、地域の安全・安心を確保するための取組が求められています。その

ため、国におかれましては、それらに対応するため、下記事項に取り組まれるよう強く

要望するものであります。

内容であります。１、防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策に続き、長期

－５２－



に及ぶ大規模で抜本的な対策を行う事業など、対象事業の拡大も含めた５か年計画を策

定するとともに、必要な予算を安定的に別枠で確保すること。排水機場や避難に必要な

道路、橋梁等、社会基盤施設の機能を災害時にも確実に発揮させるため、継続的な施設

の修繕、更新、老朽化対策に必要な予算を安定的に別枠で確保すること。安全・安心の

ために必要な社会資本整備を着実に推進する予算を十分に確保すること。４、広域的な

大規模災害時において迅速かつを滑な復旧等に資するため、緊急災害対策派遣隊の９割

を占める国土交通省整備局員に対する実地研修など、研修の充実や定員を増やすなど、

派遣や国による権限代行等が速やかに実施できる体制機能の充実強化を図ること。以上、

地方自治法第９９条の規定に基づき意見書を提出する、そういう内容であります。

宛先につきましては、衆議院議長、参議院議長をはじめ、各官僚、お手元に配付され

てる書ののとおりであります。中井議長より提出していただきたいと思います。以上で

す。

○議長（中井 勝君） 提出者の趣旨説明は終わりました。

提出者に対する質疑がありましたらお願いします。ないようですね。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） 河越忠志君、御苦労さまでした。

それでは、質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、これから採決に入ります。

別紙意見書案を原案のとおり決定し、国会及び政府関係機関に提出することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本件は、原案のとおり可決する

こととし、別紙意見書を国会及び政府関係機関に提出することに決定しました。

意見書の字句等の整理について、お諮りします。ただいま採択されました意見書第５

号について、字句等の整理を要する場合は議長に一任願いたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、字句等の整理を要する場合は、

議長において処置することに決定しました。

・ ・

日程第２０ 議員派遣について

○議長（中井 勝君） 日程第２０、議員派遣についてを議題といたします。

お諮りします。議員派遣につきまして、お手元に配付した１件に派遣することにした

いと思います。御異議ありませんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、議員派遣につきましては、お手

元に配付しましたとおり派遣することに決定しました。

・ ・

日程第２１ 委員会の閉会中における所管事務調査の申し出について

○議長（中井 勝君） 日程第２１、委員会の閉会中における所管事務調査の申し出に

ついてを議題といたします。

各常任委員会及び議会運営委員会から、別紙のとおり、閉会中における所管事務調査

の申出が出されておりますので、これを承認したいと思います。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、申出のとおり承認することに決

定しました。

・ ・

○議長（中井 勝君） お諮りします。今期定例会の会議に付された事件は全て議了い

たしました。よって、会議規則第７条の規定により、本日をもって閉会したいと思いま

す。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、今期定例会は本日をもって閉会

することに決定いたします。

第１０５回新温泉町議会定例会の閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。

今期定例会は、去る１２月８日の開会以来、本日まで、条例の制定、改正及び補正予

算など重要な行政課題について審議してまいりました。審議に当たっては、議員各位の

極めて熱心な御審議により、それぞれ適切妥当な結論が得られたものであり、その御精

励に対し、深く敬意を表します。また、町長をはじめ執行部の皆様におかれましては、

審議の過程での意見並びに提案を十分に尊重され、今後の町政運営に十分反映されるよ

う、強く望むものであります。

年末年始を迎えます。コロナ感染症対策、大雪など災害の対策に万全を期していただ

くことをお願いするとともに、町政の進展のため御努力を賜りますよう御祈念申し上げ、

閉会の挨拶といたします。

町長挨拶。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） １２月定例会の閉会に当たりまして、お礼の御挨拶を申し上げ

ます。

今期定例会におきましては、私どもの提案させていただきました議案に対しまして慎

重なる御審議を賜り、厚く御礼を申し上げます。

歳末御多忙の折、寒さも一層加わってまいります。議員各位におかれましては、御自
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愛の上、町政のさらなる進展に向け、一層の御支援、御協力を賜りますようお願い申し

上げますとともに、御家族とよいお年を迎えられますことを心より念じ、お礼の御挨拶

とさせていただきます。誠にありがとうございました。

○議長（中井 勝君） 以上をもって本日の会議を閉じます。

これをもって第１０５回新温泉町議会定例会を閉会いたします。御苦労さまでした。

午後１時４２分閉会
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